
 

 

 

 

行政不服審査法の改善に向けた検討会 

最終報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１月 

行政不服審査法の改善に向けた検討会 

  



1 
 

目次 

はじめに ................................................................... 3 

第１ 総論 ................................................................. 4 

１ 経緯 ................................................................. 4 

２ 検討会における検討の進め方 ........................................... 5 

３ 本最終報告の骨子 ..................................................... 5 

第２ 平成 26年法改正のねらいと評価等 ..................................... 11 

１ 前提 ................................................................ 11 

２ 迅速な救済 .......................................................... 12 

ア 手続の迅速化 ...................................................... 12 

イ 迅速な処分の見直しや実施の義務付け ................................ 23 

ウ 簡略な手続の導入 .................................................. 25 

３ 制度の活用促進 ...................................................... 29 

エ 制度の簡素化 ...................................................... 29 

オ 申立て期間の延長 .................................................. 29 

カ 情報提供の充実 .................................................... 31 

４ 公正性の向上 ........................................................ 34 

キ 審理員の適切な確保 ................................................ 34 

ク 対審的構造による審理手続の整備 .................................... 36 

ケ 審理員による意見の反映・透明化 .................................... 39 

コ 諮問機関としての審査会の整備 ...................................... 41 

サ 答申・裁決の透明化 ................................................ 45 

シ 口頭意見陳述権、提出書類等閲覧権等を付与 .......................... 52 

ス 専門機関に対する再審査請求の確保 .................................. 56 

５ 平成 26年法改正時に主要論点とされていなかった課題 ................... 57 

セ 不当性の観点からの審査対象の明確化 ................................ 57 

ソ オンライン化の推進 ................................................ 57 

６ 平成 26年法改正の評価等を踏まえた総括 ............................... 59 

おわりに .................................................................. 63 

参考１ ロジックモデルの手法を用いた行政不服審査法の平成 26年全面改正の全体像

と評価 .............................................................. 64 



2 
 

参考２ ロジックモデルの手法を用いた行政不服審査法の見直しの全体像 ........ 65 

参考３ 効果を把握する指標 ................................................ 66 

参考４ 行政不服審査法の改善に向けた検討会開催実績 ........................ 67 

参考５ 行政不服審査法の改善に向けた検討会構成員 .......................... 68 

 
  



3 
 

はじめに 

 

行政不服審査法（昭和 37年法律第 160号。以下「旧法」という。）を全部改

正した行政不服審査法（平成 26年法律第 68 号。以下「行審法」という。）

は、平成 28年４月１日から施行され、令和３年４月に施行５年が経過した。 

 

行審法附則第６条において、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場

合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」と規定されてい

ることを踏まえ、その検討を行うため、総務省行政管理局長の主催で「行政不

服審査法の改善に向けた検討会」（座長：髙橋滋 法政大学法学部法律学科教

授）が開催された。本検討会においては、令和３年５月 28日から、６回にわ

たり、制度の運用状況に係る現状分析や論点の検討を行ってきた。なお、検討

に当たっては、前提として行政庁、士業団体等へのヒアリング及びアンケート

を実施して実態を把握するとともに、中間取りまとめに係る意見公募手続を実

施し、国民からの意見を把握することとした。 

 

本最終報告は、これまでの本検討会における議論を踏まえ、改正によって設

けられた制度の運用状況の評価を整理するとともに、必要なものについては、

制度・運用等の見直しの内容及び期待される効果とそのモニタリングのために

把握すべき事項等について取りまとめたものである。 
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第１ 総論 

 

１ 経緯 
昭和 37年に制定・施行された旧法は、違法又は不当な行政庁の処分に対

する不服申立制度の一般法として、訴訟によらず、行政の自己反省機能を

いかし、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な

運営を確保することを目的として制定された。旧法については、その後、

50年以上の間、実質的な改正が行われないまま経過したが、その間、行政

の公正性・透明性に係る国民の意識の変化に伴い、行政の事前手続を定め

る行政手続法（平成５年法律第 88号）が整備され（平成６年 10月１日施

行）、行政事件訴訟法（昭和 37年法律第 139 号）について、国民の権利利

益のより実効的な救済手続の整備を図るための抜本的な改正が行われる

（平成 17年４月１日施行）など、関係制度の整備が行われてきた。  

 このような時代の変化があった中で、旧法においては、審査請求の審理

を行う者についての規定はなく、原処分に関与した職員が審理手続を行う

ことも排除されていなかった。また、不服申立てのうち、異議申立ては、

審査請求に比べ、客観的かつ公正な審理手続の保障が不十分になっている

面があり、また、複数の申立ての種類があることから、精通していない者

にとって不服申立制度が利用しづらいものとなっていること等の問題が生

じていた。 

 これらの問題に対応するため、平成 20年に「行政不服審査法案」等が閣

議決定され、第 169回国会に提出されたものの、衆議院の解散により廃案

となった。その後も引き続き同法案等の見直しも含めた検討が行われ、平

成 26年に、同法案等を基礎としつつ、旧法を全部改正する「行政不服審査

法案」等が閣議決定され、第 186回国会に提出された後、衆議院における

法案修正を経て、平成 26年６月６日に成立した。 

旧法を全部改正した行審法においては、簡易迅速性の観点を踏まえつ

つ、公正性の向上及び使いやすさの向上の観点から、処分に関与しない審

理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入、不服申立ての手続

を審査請求に一元化、審査請求期間の延長等といった見直しが行われ、平

成 28年４月１日に施行された。 

また、衆議院における法案修正によって、行審法附則第６条に「政府

は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする」との規定が置かれた。このため、施行後

５年が経過した令和３年５月から同年 12月までの間、総務省行政管理局長

の主催により「行政不服審査法の改善に向けた検討会」が開催され、検討

が行われた。 
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２ 検討会における検討の進め方 
本検討会における検討に先立って、総務省は、令和２年度に「行政不服

審査制度の見直しに向けた論点整理に関する調査研究」を実施した（一般

財団法人行政管理研究センターに委託）。同調査研究においては、論点整理

を行うための有識者による検討会（事前検討会）が開催され、不服申立人

の代理を務める士業団体、行審法の現場の担い手となる地方公共団体に対

するヒアリング及びアンケートが実施されるとともに、「行政不服審査裁

決・答申データベース」からの裁決例や答申例の文献調査等を踏まえ、論

点が整理されたところであり、本検討会はその結果を活用しつつ、検討を

進めた（「第２ 平成 26年法改正のねらいと評価等」及び別紙）。 

また、本検討会の検討に当たっては、政策評価や EBPM（Evidence-based 

policy making：証拠に基づく政策立案）の手法も活用した。具体的には、

ロジックモデルの考え方を踏まえ、平成 26 年の法改正のねらいや改正内容

を改めて整理した上で、以下のデータを用いて可能な限りエビデンスに基

づきつつ、改正内容の運用の現状を把握し、評価するとともに、その改善

方策等の検討においても、その考え方を活用した（参考 1～３）。 

平成 28年度施行状況調査 ：平成 28年度行政不服審査法施行状況調査（総務省で実施） 

平成 30年度施行状況調査 ：平成 30年度行政不服審査法施行状況調査（総務省で実施） 

令和元年度施行状況調査 ：令和元年度行政不服審査法施行状況調査（総務省で実施） 

 令和２年度調査研究の内容：総務省の委託調査研究として取りまとめられた「行政不服審              

査制度の見直しに向けた論点整理に関する調査研究」（令和

２年度調査研究）におけるヒアリング結果（令和２年度ヒア

リング結果※）、アンケート結果（令和２年度アンケート結

果※）及び論点 ※地方公共団体及び士業団体を対象に実施 

令和３年度ヒアリング結果：本年８～９月に本検討会における検討のために実施した、行

政庁、士業団体及び地方３団体に対するヒアリング結果 

令和３年度アンケート結果：本年８～９月に本検討会における検討のために実施した、行

政庁に対するアンケート調査結果 

意見公募手続の提出意見 ：「行政不服審査法の改善に向けた検討会 中間取りまとめ」に

対する意見公募手続（令和３年 10月 26日～同年 11月 24

日）に寄せられた意見 

 

３ 本最終報告の骨子  
 ア 迅速な救済のための制度の運用状況の評価及び見直し内容 

   迅速な救済については、不服申立ての手続に要した期間を旧法と単純に

比較することは困難であるが、手続の迅速化等のために整備された各制度

の運用状況を確認すると、目標が十分に達成されていない以下のような事

例も見られる。 

・標準審理期間の設定が進んでいない 

・審査庁と処分庁の相互協力の在り方等に問題が見られる 
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・審理員指名が迅速に行われていない 

・処分庁が提出する弁明書の記載や添付資料が不十分である 

・大量の不服申立てが行われた場合の審理手続の併合等を行う際の判断

が困難である 

このため、 

・標準審理期間については、積極的な設定が望まれる分野及び設定方法

の具体例を示して設定を働きかける 

・審査請求人・審査庁・処分庁間の情報提供の在り方をマニュアル等で

示す 

・審査庁の事務の遂行に幹部職員が責任をもって当たる体制を整備する 

・弁明書の様式等を作成し、処分庁に対する研修を実施する 

・大量の不服申立てが行われた場合の対応例についてマニュアル等で示

す 

等の措置を講じる。  

審査庁が国の機関の場合、審査請求から諮問までに時間を要している事

例があり、総務省行政不服審査会も、繰り返し付言で言及している。その

ため、審査庁の事務の遂行に幹部職員が責任をもって当たる体制を整備す

る。特に、審査庁事務を担当する職員が複数の部局にまたがる府省等に

は、大臣官房等に不服申立事務の遂行を府省等として責任をもって管理す

る体制を構築し、行審法の適正な運用を確保する体制を整備すべきであ

る。 

なお、処分庁については、申請によって求められた許認可等を拒否する

処分及び不利益処分を行う際には理由の提示が求められるといった行政手

続法についての基本的な理解が不足している場合もあり、研修の実施に当

たっては、このような観点も留意する必要がある。 

 

イ 制度の活用促進のための制度の運用状況の評価及び見直し内容 

不服申立てを原則として審査請求に一元化したことについては、客観的

かつ公正な審理手続の保障や分かりづらさの解消につながった等の指摘が

あり、審査請求期間の延長についても、制度の使いやすさの向上につなが

った等の指摘があるなど、制度の目標は一定程度達成されたといえる。 

一方、情報提供の充実については、国民への教示・情報提供や処分に関

する説明が不足している等の目標が十分に達成されていない事例や、不服

申立人の求めがなくとも、審査庁から、不服申立てを行う際に必要となる

情報を積極的に提供した方が良いとの指摘も見られる。 

このため、審査庁による情報提供が望ましい情報の具体例の提示と制度

趣旨の周知徹底、国民に対する情報提供や相談対応を行うための案内所の

設置、不服申立人に対して申立てに係るパンフレットの配布等の措置を講

じる。 
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   ウ 公正性の向上のための制度の運用状況の評価及び見直し内容 

審理員制度、第三者機関への諮問といった仕組みについては、 

・公正な審理手続の実施に効果がある 

・裁決の客観性・公正性の向上に資する 

との指摘がある。 

また、審査請求人に、口頭意見陳述において処分庁への質問の機会を付

与したことや、提出書類等の謄写ができるものとしたことについては、 

・充実した審理に資するものである 

・権利の拡充に資するものである 

との指摘があるなど、制度の目標は一定程度達成されたといえる。 

一方、具体的な運用においては、 

・審理員の確保が困難、審理員による十分な審理が尽くされていない 

・弁明書、答申書及び裁決書の記載内容が不十分 

・裁決の内容の公表が進んでいない 

等の目標が十分に達成されていない事例が見られる。 

また、口頭意見陳述及び提出書類等の閲覧権等についての審査庁の案内

が不十分、提出書類等の職権交付の充実を図るべきといった指摘も見られ

る。 

このため、以下の措置を講じる。 

・審理員候補者・審理員補助者を事前に確保して地域や組織の枠を超え

て派遣する仕組みの整備 

・審査庁の審理手続の進行や争点整理の能力を向上させる研修の実施、

処分庁の職員に対する研修の実施 

・裁決の内容の円滑な公表に資するマニュアルの作成 

・口頭意見陳述及び提出書類等の閲覧権等に係る審査請求人への案内の

在り方や職権交付を行うことが望ましい書類等のマニュアル等におけ

る明示 等 

また、行政運営の問題提起や制度面の改善等を促すため、行政不服審査

会等の答申書に運用上盛り込まれている付言について、それらの活用事例

も踏まえ、答申書における付言の記載方法を様式等で示すほか、関係行政

庁への適切な伝達の在り方や、審査庁又は処分庁に望まれる方策をマニュ

アル等で示す等の措置を講じる。 

 

エ 平成 26年法改正時に主要論点とされていなかった課題への対応 

不当性の観点からの審査対象の明確化については、行審法では、訴訟と

は異なり、違法性のみならず不当性についても審査を行うことが特徴とな

っている一方、運用上、違法と不当を殊更に区別して、審理手続や審査会

審議を行っている事例は見られなかった。この点、違法か不当かの線引き

が困難である事案において、「違法又は不当」であることを理由に請求を認

容している事例が見られ、違法であるとまでは判断することが困難な事案
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において審査請求人を迅速に救済する役割を果たしていると言えることか

ら、実務上は殊更に区別することまではせず、引き続き不当性も審査対象

としていることを念頭に、審査庁において審査が行われていくことが望ま

しい。 

また、不服申立手続のオンライン化について、法制度上の手当ては行わ

れている一方、実際の活用はあまり進んでいない状況にある。当面は、各

審査庁におけるセキュリティポリシーの関係や、不服申立ての種類の特性

等も踏まえつつ、引き続き、不服申立人の事情に応じて推進していくこと

が基本とならざるを得ないが、それに対して総務省が、取組が先行してい

る審査庁の実例やノウハウの共有等を積極的に行っていくことが必要であ

る。 

 

オ 平成 26年法改正の評価等を踏まえた総括 

検討会で確認された課題等はいずれも、法改正のねらいや目標、制度趣

旨に沿った運用が徹底できていない、あるいは、具体の対応にそれらがい

かされていないという問題であり、しかも、それらの運用や対応の問題の

背景には共通的な要因がある。 

今回の見直しでは、それらの共通的な要因に重点的に対処するととも

に、それらの運用や対応の問題が典型的に見られる局面には集中的に対処

することが重要であり、そのような観点から、以下、特に今後、積極的な

改善を図るべき五つの事項を示す。 

また、これらに関するものを含め、先進的な府省等や団体の経験、部局

や団体の枠を超えた積極的な取組については、総務省が横展開を行うべき

である。 

 

 ①審理手続の担い手の確保・育成 

各主体において審理手続の担い手を確保し、育成する必要がある。特

に、審理員の質の向上のため、具体的かつ実践的な研修を設けることが

重要である。 

審査庁が国の機関の場合、行審法の運用に責任をもつ幹部職員、審査

庁事務に直接の責任をもつ職員、審理員や審理員補助者となる職員は、

基本的に上記研修を受講すること等とし、改善が進まない場合には、総

務省が勧告を行うことも視野に、改善を促すべきである。 

審査庁が地方公共団体の場合、審査庁に所属する職員を審理員として

指名して審理手続を実施することとしている行審法の趣旨を踏まえれ

ば、まずは、各地方公共団体が自らの能力で審理手続を完結できるよ

う、職員の能力向上を図ることが重要である。このため、総務省等にお

いて、地方公共団体の職員を対象とした研修の機会の更なる充実を図る

等の取組を行うべきである。 
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②不服申立てに関わる各主体の体制の整備 

①に加え、各主体の体制を整備することも必要である。 

審査庁が国の機関の場合、ガバナンス体制に課題が見られるため、審

査庁の事務の遂行に幹部職員が責任をもって当たる体制を整備すべきで

ある。特に、審査庁の事務が複数の部局に分かれている府省等では、大

臣官房等の幹部職員による適正運用の確保体制を設けるなど、体制を整

備すべきである。改善が進まない場合は、総務省が勧告を行うことも検

討すべきである。 

審査庁が地方公共団体の場合、審査事務の頻度や専門性に鑑み、単独

で審査会等の体制を整えるより、審査会事務等を複数の地方公共団体で

共同処理する方が効率的な場合もある。現に県や他市町村への事務の委

託等の具体例・工夫例があることから、このような事例を総務省におい

て紹介し、普及させることが考えられる。その上で、特に小規模な市町

村において、上記のような取組を実施してもなお体制整備が困難な場合

もあり得ることから、地方公共団体からの相談窓口や、審理員等をサポ

ートする人材を国があっせん・派遣する仕組みを設けるなどの支援を行

うことが考えられる。 

 

③運用マニュアルに沿った手続の徹底 

行政不服審査制度では、法に規定する手続を形式的に実施するのみな

らず、その趣旨を踏まえた運用を確保する必要があるため、運用の具体

的な指針を示し、遵守を促すことが肝要である。しかし、総務省作成の

運用マニュアルは、必ずしも徹底されておらず、法のねらいや目標、制

度趣旨に沿った運用等が十分にできていないことの共通的な要因となっ

ている。 

総務省は、本検討会における検討を踏まえて改訂されるマニュアルに

従って、国の機関において行審法が厳正に運用されるよう、徹底すべき

である。 

また、総務省は、地方公共団体に対し、当該マニュアルに即した厳正

な運用が確保されることが望まれることを明確にした上で、積極的な情

報の提供と助言等を行う必要がある。 

 

④国民に対する情報提供及び審査庁・処分庁間の連携の推進 

法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用の徹底等が十分にでき

ていないといった状況は、国民に対する情報提供の取扱いや審査庁・処

分庁間の連携の取扱いに、典型的に表れている。 

このため、ア、イで述べたような措置により、情報提供の充実や処分

時の説明責任の徹底等を集中的に進めるとともに、審査庁、処分庁によ

る適切な連携を促し、ひいては、法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿

った運用が国・地方を通じて徹底されることを期待する。 
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⑤行政不服審査会等の答申における付言の活用 

法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用の徹底等が十分にでき

ておらず、表面的な対応となっているものがあるといった状況は、行政

不服審査会の答申における付言の取扱いにも表れている。 

付言は、行政運営の問題提起等の観点からなされるものであり、審査

庁及び処分庁は、これに対して真摯に対応すべきである。 

ウで述べたような措置を行うことにより、審査庁及び処分庁が適切に

対応する運用を定着させ、ひいては、法改正のねらいや目標、制度趣旨

に沿った運用が国・地方を通じて徹底されることを期待する。 
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 第２ 平成 26年法改正のねらいと評価等 

  
１ 前提 

平成 26年法改正のねらいは、大きく三つに分けて「迅速な救済」、「制度

の活用促進」、「公正性の向上」に整理される。 

それぞれのねらいに基づいて実際に行われた個々の法改正・制度整備の

目標については、法改正当時は必ずしも明確にされていなかったが、今回

の検討を行うに当たって、当時の資料等を活用して改めて分類すると、 

・「迅速な救済」のために行われた法改正・制度整備については、「手続の

迅速化」、「迅速な処分の見直しや実施の義務付け」、「簡略な手続の導

入」の三項目に、 

・「制度の活用促進」のために行われた法改正・制度整備については、「制

度の簡素化」、「申立て期間の延長」、「情報提供の充実」の三項目に、 

・「公正性の向上」のために行われた法改正・制度整備については、「審理

員の適切な確保」、「対審的構造による審理手続の整備」、「審理員による

意見の反映・透明化」、「諮問機関としての審査会の整備」、「答申・裁決

の透明化」、「口頭意見陳述権、提出書類等閲覧権等を付与」、「専門機関

に対する再審査請求の確保」の七項目に、 

それぞれ整理されるものと考えられる。（参考１参照） 

このため、本検討会では、法改正・制度整備の運用状況について、以下

のデータを活用し、このような目標が達成されたか、ねらいの実現に貢献

したかといった観点から、現状を分析した上で評価を行い、課題が見いだ

された場合には、その課題を解決するための改善方策の検討を行った。加

えて、総務省において行政不服審査制度の運用状況を継続的に評価し、不

断の改善を促していくことが可能となるよう、爾後の施行状況調査等にお

いてモニタリングをすべき事項を示した。 

また、平成 26年法改正時には主要論点とされていなかった課題について

も、その後の状況の変化を踏まえつつ、必要な検討を行った。 

 

・平成 28年度施行状況調査  

・平成 30年度施行状況調査 

・令和元年度施行状況調査  

・令和２年度調査研究の内容（令和２年度ヒアリング結果、令和２年度アンケート

結果、論点） 

・令和３年度ヒアリング結果 

・令和３年度アンケート結果 

・意見公募手続の提出意見 
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２ 迅速な救済 

 

ア 手続の迅速化 
 

（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

    行審法においては、公正性の向上の観点から、第三者機関である行

政不服審査会等への諮問手続が新たに設けられるなど、旧法よりも慎

重な審理手続を整備しつつ（第２の４参照）、審理の遅延を防ぎ、迅

速な救済を図る観点から、各段階において、迅速に審理を進めるため

の規定が設けられた。 

 

①標準審理期間の設定 

行審法第 16条においては、審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利

利益の迅速な救済を図る観点から、審査庁が、あらかじめ審理期間の

目安となるものとして、標準審理期間を定めるよう努めるべきことが

規定された。もっとも、様々な理由で不服が申し立てられ、また、審

理の内容も単純なものから複雑なものまで多種多様であるため、不服

申立てが行われ得る全ての場合について標準審理期間を設定すること

は困難な場合があり得ることから、審査庁となるべき行政庁による標

準審理期間の設定は、努力義務とされた。 

※標準審理期間の具体の設定方法（期間の幅や類型の細分化など）についても、

各行政庁の運用に委ねられた。 

 

②審理関係人及び審理員の相互協力及び計画的遂行 

審理員制度の導入（第２の４のキ参照）により、審査請求人と処分

庁等による対審的構造を採ることとなったことに伴い、行審法第 28

条においては、審理を計画的に進めるため、審理関係人（審査請求

人、参加人及び処分庁等）及び審理員の相互協力及び計画的に遂行を

図る旨の責務が規定された。 

 

③各審理手続の処理の促進 

個別の審理手続においては、審査庁における審理手続の各段階にお

いて、手続の迅速化を図るため、以下の規定が設けられた。 

・口頭意見陳述において、職権主義の下、迅速かつ充実した審理を実

現するため、不服申立人の陳述が事件に関係のない事項にわたるな

ど相当でない場合の審理員による陳述の制限（行審法第 31条第４

項） 

・複雑な事件等について、書面によるやりとりでは迅速な審理の遂行

が困難と考えられる場合に、審理関係人（審査請求人、参加人及び

処分庁等）を招集し、口頭で行う意見聴取（行審法第 37条） 
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・原処分又は審査請求の分野別に設定。 
・不服申立ての類型のうち、件数が多いものについて設定。 

 
（処理期間への効果） 
・標準審理期間を設定している審査庁のうち、概ね設定した期間に処理ができ
ていると回答したもの 
国：100％（５件）、地方：57％（81件） 
 

（標準審理期間を設定したことによる支障） 
・審査請求人からまだ裁決しないのかと問い合わせが入ることがしばしばあ
る。 

・支障はないが、期限を超過した場合に審査請求人から不服を受けるおそれが
あることを懸念している。 

 

（標準審理期間を設定することへの支障） 
・分野（事案）により審理期間が異なるため、定めた標準審理期間内に終わら
ないものが出てくるおそれがあるため。 

・反論書の提出の有無、口頭意見陳述の有無等により、案件ごとに大きく審理
期間が異なるため。 

・分野によっては、審査請求の実績が（ほとんど）ないものもあり、審理期間

を見通すことが困難であるため。 
・事案により審理期間が異なると考えられるが、実績が少なくどのような設定
がよいのか判断がつかないため。 
 
 

②審理関係人及び審理員の相互協力及び計画的遂行 
  ○令和２年度調査研究における各論点中における意見 

・処分庁が弁明書の証拠書類等を提出しない 
・処分庁の職権による原処分の取消しを審査庁に連絡しない 
・審査請求人が審査庁に個別案件の処理状況を問い合わせても回答がない 

 

③各審理手続の処理の促進  

   ○審理員審理を行った審査請求の長期化要因 

※令和元年度施行状況調査に基づく 
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○争点整理手続(行審法第 37条)の実施状況 ※令和元年度施行状況調査に基

づく 

      国：43件（審査請求・処理済 27,362件中） 

都道府県・政令市：33 件（審査請求・処理済 9,766件中） 

 

審査請求書の提出～審理員指名関係 

○令和３年度ヒアリング結果 
・審査請求書が提出されてから審理員が指名されるまでに相当の期間を要して

いる事案がある。審理員候補者をあらかじめ選定する、又は速やかに指名で
きる体制が構築されている限り、指名に時間を要する理由はないと考えられ
るから、審査請求書受付から審理員指名までの期間は法定すべきではない
か。（士業関係） 

 

（審査庁の審理員の指名までに長期を要するとしている理由） 
・訴訟の対応を優先しており、審理手続の優先順位が低くなるため。 
・審理員の指名に係る決裁の段階で内部説明に時間を要するため。 

・審査請求の件数が多いため。 
      ・申立適格の確認に時間を要するため。 
     ・審査請求書の記載内容が不明瞭であり、適法性や事案の特定の要否の判断に

時間がかかるため。 
 

○令和３年度アンケート結果 
（補正に時間を要した例） 
・審査請求人が補正に時間を要していたため。 
・不備について、どの程度補正すべきか、検討に時間を要したため。 
・審査請求書の補正に必要な関係資料を処分庁から取り寄せるのに時間がかか
ったため。 

 

審理手続 

○令和２年度ヒアリング結果 
・改正法では審理員と審査会の二重の調査審議が行われている。更に審査庁の
調査審議が加わると簡易迅速な手続の趣旨に逆行する。審理員の審理手続に
おいて争点を整理し、調査を充実させることが重要。  

・長時間にわたり審査請求と関係性の乏しい内容の陳述を続ける場合、運用上
制限は困難。無断欠席の審査請求人や、一方的に独自の主張を展開する者も
あり、対応に苦慮する場面もある。 

・意見陳述の実施に当たっては、事前に審査請求人に注意事項等を書面で送付
し、時間制限を設けている。 

 
○令和２年度調査研究における各論点中における意見 
・審査請求人が口頭意見陳述で関係性の乏しい主張を行う。 
・多数の代理人が選任されるケースにおいて、代理人の出席を制限できない。 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
・基本的に書面審理で足りるため、行審法第 37条による争点整理手続は用い

ていない。 
・処分庁から提出された弁明書の記載内容が不十分であり、審理員の負担が増
している。 

・適切な弁明書が提出されるか否かは迅速かつ充実した審理に重要な意義を有

するが、処分に関する規定や処分基準などが添付されていない、又は証拠提
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出されていない場合、審理員としては、改めて処分庁に必要書類の有無の確
認等を行う必要がある。弁明書を提出する際、行審法第 29条第４項記載の

書面のほか、処分の根拠資料を併せて提出する旨を規定すべきである。（士
業関係） 

 

（適切でない弁明書の例） 
・処分に係る事実経過の記載が不十分（処分を行った事実関係のみ） 
・複数の処分のうち、一部の処分に係る弁明が欠落 
・どの事実をどの規範に当てはめたかについての記載がなく、処分通知書に記
載されている理由と同じ記載 

・法令が存在しているにもかかわらず、マニュアルなどの要綱に沿って処分を
行ったため問題ないと記載され、マニュアルや要綱と法令についての関係性
について記載が欠落 

・固定資産評価審査委員会の案件にはなるが、行政側の処分提示時の説明不
足、もしくは、双方の認識の齟齬によるものが多い。同様に、行政不服審査
法においても、行政不服審査の前に、処分庁側からの何らかの丁寧な説明で

問題が解消するのではないかと思われる。（士業関係） 
 
○平成 30年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
・地方公共団体の情報公開審査会等が諮問を受けて実質的な審査を行う審査請
求については、審査庁による審理手続を経ることなく、審査会に諮問できる
よう、審理手続の廃止を求める。 

 
○令和３年度アンケート結果 

 

（不十分な弁明書の割合） 
 よくあった たまにあった 全く（ほとんど）な

かった 

国 ０（０％） ２（13％） 11（73％） 

地方 17（5%） 73（20%） 263（73%） 

 

（不十分なことの具体的な内容） 
・証拠書類が添付されていない。 
・審査請求人の主張に反論できていない。 
・原処分の要件充足性について記載がない。 
・審査請求に係る処分に至るまでに行われてきた審査請求人に関連する処分の
経過等の記載がなく、事案の把握が困難だった。 

・原処分の要件充足性について記述があるものの、法的根拠や制度の理解が不

十分であることが理由で当該要件の解釈や当てはめの記述が不十分である。 
・法律、政令、省令が存在しているにもかかわらず、処分庁において定めてい
るマニュアル、要綱に沿って処分を行ったとしか記載されておらず、当該マ
ニュアル等と法令との関連性の説明が欠落している。 

 

（情報公開条例・個人情報保護条例に基づく処分に係る審査請求にお

ける審理員指名の有無） 
省略している：930（55％）、省略していない 532（31.5％）（全 1,668審査庁中） 
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（口頭意見陳述における陳述制限の有無） 

 制限した 制限しようとしたこと

があるができなかった 

制限しようとしたこ

とはない 

国 １（6.6％） ０（０％） 12（80％） 

地方 24（6.5％） ５（1.5％） 310（86％） 

 
（制限の対象となった陳述の具体例） 

・申立人が長時間にわたり審査請求と関係性の乏しいことを陳述。 
・開催時間の超過。 
・処分庁の態度が悪い等の審理に関係ない不規則発言。 

 
（口頭意見陳述における陳述制限の工夫事例、支障事例） 

<工夫事例> 
・実施当日の冒頭において、具体例を挙げて陳述を制限する場合がある旨をあ
らかじめ注意喚起している。 

・ある程度の発言は許容した上で、審査請求と無関係な発言は止めるように審

理員から注意をした。 
・事前に質問事項を把握するため、審査請求人から質問事項を記載した書面を
提出してもらっている。 

・あらかじめ口頭意見陳述の終了時間を設定し、申立人へ通知した。 
 
<支障事例> 

・口頭意見陳述において申立人が処分庁等に対して次々と質問を重ねたため。 
・制限の趣旨を説明したが、審査請求人に理解されず、制限を強行することで
口頭意見陳述が長期化する可能性が高かったため。 

・制限をした場合に陳述人との関係が悪化し、今後の円滑な審理に影響が出る
ことを懸念したため。 

・審査請求と関係性が乏しいと思われる陳述であっても、それを明確に立証す

ることができないと考えたため。 
・制限をしても再度関係性の乏しい陳述を申立人が繰り返したため。 

 
（審理手続の併合を行った件数） 

国：13件（処理済 23,681件中） 地方：245件（処理済 8,505件中） 
 

（審理手続の併合を行った具体事例） 
・生活保護の基準改定に伴う集団請求について、同一処分庁に係る請求を口頭
意見陳述実施手続に関して併合した事例。 

・同一の申請者から複数の審査請求があった案件のうち、処分理由が同じ事
例、処分庁や関係資料が同一であった事例、相互に関連性を有している事
例。 

 

諮問手続 

○令和２年度ヒアリング結果 
・審理員意見書の提出後なかなか審査会へ諮問されず、審理員意見書が審査請
求人に送付されるまでに長期間を要するケースがある。（士業関係） 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
     ・審理員意見書が提出された場合、審査請求人に対しても、審査請求人の予見

可能性を高めるため、意見書の写しを速やかに交付すべき旨の規定を新設す
べきである。（士業関係） 

・諮問までに時間を要していることは、審査庁において、審理員意見書の内容
と審査庁の裁決の方針が異なる場合、意見書の内容に対する反論を準備し、
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諮問の方針について内部の確認を取るのに時間を要していることが一因であ
る。 

・審理員意見書の提出後、諮問までかなり時間がかかっている場合があり、審
査庁において迅速な手続を行うよう、繰り返し付言で言及している。 

 

裁決手続 

○令和２年度ヒアリング結果 
・請求認容・原処分取消の答申がなされたのに、審査庁の裁決が遅滞なく行わ
れていない例が多数ある。（士業関係） 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
・答申が審理員意見書や諮問と異なる内容になった場合、審査庁の担当課にお

いて実務への影響も含めた検討を行う必要が発生し、裁決までに時間を要す
ることがある。 

 

（ウ）評価・見直し内容等 

不服申立手続の迅速化については、年度ごとに不服申立てがなされ

る事案の内容や件数等の傾向が異なるなど、その処理に要した期間の

みをもって迅速化の進展状況を旧法と比較することは困難である。 

一方、行審法に設けられた各規定の運用状況を踏まえると、以下①

～③のとおり、手続の迅速化の目標が十分に達成されていない事例等

が見られる。 

 

   ①標準審理期間の設定 

    （評価） 

 審査庁における標準審理期間の設定については、法改正の趣旨とし

ては、審査庁が審理期間の目安を設けることにより、審理の遅延を防

ぐことにあった。この点、標準審理期間を設定したものは、法改正の

趣旨のとおり、標準審理期間内に処理が行われている場合も一定程度

確認され、審査庁において意識をして処理を行っている事例も確認で

きる。また、審査庁にとって処理期限の一定の目安となり、処理の促

進に資する効果を期待する指摘もある。なお、審査請求人に裁決の時

期の見通しを示すことができるという効果も期待できる。これらのこ

とから、標準審理期間の設定は、当該審査庁における処理の促進に一

定の効果を有するものと評価することができる。 

一方、施行５年が経過したものの、標準審理期間の設定状況そのも

のは低調である。設定していない主な理由としては、「標準審理期間

を設定しても、その期間内に処理できない可能性がある」ことが挙げ

られており、標準審理期間内に全てを処理しなければならないという

意識があることが見られる。その背景としては、標準審理期間の設定

は、あくまでも審理期間を標準的に示したものであり、必ずその期間

内に処理をしなければならない義務を審査庁に課すものではないとい

う制度趣旨が十分に伝わっていないことが考えられる。 



19 
 

 

    （見直し内容）    

標準審理期間の設定を努力義務として定めた趣旨を徹底するため、

当面、標準審理期間の設定が審査の迅速性に効果があると考えられる

分野等を中心に、標準審理期間の設定の意義を再度明らかにした上

で、設定の具体的な方法等を示しつつ、審査庁に設定を働きかける。 

具体的には、標準審理期間とは、「通常」要すべき標準的な期間を

定めるものであり、期間内に処理をしなければならない義務を審査庁

に課すものではなく、また、事案に応じ合理的な理由に基づき、例外

的な取扱いが許容されることを明示した上で、次に掲げるような設定

に関する具体的な方法をマニュアル等において示し、広く通知するほ

か、一定の処理件数がある審査庁に設定を働きかけるよう措置を講じ

る。（別紙論点 2.2参照） 

・審査請求の実績が一定程度存在する分野や、不服申立ての利益と

の関係上、一定の期間内に処理する必要がある分野等について、

分野ごとに標準審理期間の設定が可能であること 

・行政不服審査会等に諮問される場合と省略される場合とを区別し

て設定することが可能であること 

・事案が特に複雑・錯そうしているとき、審査関係人からの書面の

提出が滞っているときや提出が多数回にわたり行われるとき等、

審査庁の責めによらない特段の事情がある場合には当該期間を除

いて設定することができること 等 

 

（見直しにより期待される効果等） 

  上記の見直しを行うことにより、一定の処理件数がある審査庁に

おいて、標準審理期間の設定率が上昇し、審査庁において審理期間

の目安を持ちながら処理されることで、迅速な救済に資する効果が

期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

・審査庁における標準審理期間の設定率 

・設定した標準審理期間内の処理状況 

・標準審理期間の設定前後における、裁決に向けて見通しを持って

審理手続を遂行することについての審査庁の意識の変化 

 

   ②審理関係人及び審理員の相互協力並びに計画的遂行 

（評価）  

審理関係人及び審理員の相互協力及び計画的遂行の責務について

は、法改正の趣旨は、審理員制度の創設に伴う審理の計画的な遂行を

図ることにあった。しかしながら、規定が抽象的なものであり、運用

に結びついていない部分があり、審理手続の計画的な遂行に支障を及
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ぼしている事例が見られる。 

※例えば、以下のような事例が見られる。 

・処分庁と審査庁（処分庁の最上級行政庁）が異なる場合において、処分庁に

おいて原処分を職権で取り消したにもかかわらず審査庁（審理員）に知らせ

ないままにする。 

・審査請求人からの問い合わせに審査庁（審理員）が回答しない。 

 

（見直し内容） 

相互の情報提供や連携が、不十分な事例が見られることから、処分

庁から審査庁（審理員）への情報提供や、審査庁（審理員）から審査

請求人の処理状況等に係る情報提供について、適切な在り方を審査庁

（審理員）及び処分庁に対してマニュアル等において示すよう措置を

講じる。（別紙論点 3.12、4.6参照） 

 

（見直しにより期待される効果等） 

   上記の見直しを行うことにより、審査庁及び処分庁間の連携や審

査請求人への情報提供が円滑に行われ、審理手続の計画的な遂行が

行われることで、迅速な救済に資する効果が期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

・審理関係主体相互間の情報提供の状況（ヒアリング等） 

・審査請求人、審査庁、処分庁間において、連携の改善が進んだ

か（ヒアリング等） 

  

   ③各審理手続の処理の促進 

（評価） 

    各審理手続の処理の促進については、法改正による審理員制度

及び行政不服審査会等への諮問手続の導入により、より公正性に配

慮した手厚い手続とされた。一方で、審理の迅速化を図るために各

種の措置が設けられたものの、各種の措置の効果が十分に発揮され

ていないことから、審理の遅延につながる事象が審理手続の各段階

に見られ、目標が十分に達成されていない状況にある。 

具体的には、審査請求書の提出段階においては、その審査請求書

が補正を要する場合に、補正をすべきかどうかの判断や審査請求人

とのやりとりに時間を要している事例や、審理員の指名段階では、

訴訟対応を優先して指名が行われないなど、簡易迅速な救済という

行審法の趣旨にそぐわない運用が確認された。 

審理手続段階においては、審理員による事案の併合・分離につい

て、制度趣旨に沿った活用事例も見受けられる一方、適用実績がな

く活用方法が不明となっているといった事例も確認された。（第２

の２のウ参照） 
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また、処分庁による弁明書について、記載事項・内容や処分の要

件充足性等に関する証拠書類・処分基準が不足している事例、法令

とその下位規範（処分基準、マニュアル等）との関係性が整理され

ていない事例が見られ、審理員における争点整理に支障を及ぼして

いることが確認された。また、審理員による審理段階における調査

や争点の整理が不足している等により、審理員意見書、答申、裁決

の各結論が異なり、再度の整理に慎重な検討を要している事例が見

られ、その後の諮問・答申・裁決の段階にわたって審理期間の長期

化につながっていることが確認された。 

さらに、審理員が主宰する口頭意見陳述の手続は、本来、審査請

求人が主張を十分に行うため、書面主義の例外として設けられてい

るものであるが、審査請求人が審査請求とは関係のない意見を口頭

意見陳述で述べるなど、その趣旨にそぐわない利用がなされ、手続

を遅延させている例が見られる。なお、行審法は、このような場合

に陳述を制限することを可能としているものの、実際の運用として

は制限が困難であるという指摘がある。 

これらのほか、国の機関が審査庁となる場合で、特に審査庁事務

を担当する職員が複数の部局にまたがる府省等においては、審査請

求から行政不服審査会等への諮問を行うまでに長期間を要するな

ど、審理手続の事務の進め方や制度の趣旨徹底に課題が見られるも

のがあり、総務省行政不服審査会の答申の付言において、審理手続

に係る事務の遅延等の問題点が度々指摘されている。また、制度の

趣旨に対する理解も不十分な事例も多く見受けられる。 

条例に基づく処分については、行審法第９条第１項ただし書きに

基づいて審理員指名を省略することができ、この場合に同条第３項

は審査庁が審理手続を行うこととしているが、特に、情報公開条例・

個人情報保護条例に基づく処分について、地方公共団体の情報公開

審査会等が諮問を受けて審査を行うものとされている団体の場合に

は、審査庁による審理手続は不要ではないかという指摘がある。 

 

（見直し内容） 

審査請求書の提出～審理員指名 

審査請求書の補正を求める場合には時間を要しないよう、補正が

不要なケースを審査庁に対して具体的にマニュアル等において例示

する、審査請求等の窓口において審査請求人に対し、審査請求書の

記載方法に係るパンフレットを配布するよう措置を講じる。（別紙

論点 2.4参照） 

審理員の指名に当たっては、速やかな指名がなされるよう、行審

法の趣旨を徹底するとともに、審査庁の事務の遂行に幹部職員が責

任をもって当たる体制を整備する。（別紙論点 2.1、5.10参照） 
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審理手続 

適切な弁明書の在り方を示し、弁明書の充実を行うため、総務省

において、各士業団体等から専門的な観点からの協力も得ながら、

弁明書の様式等を作成の上、処分庁に対し、定期的・継続的な研修

を実施するよう措置を講じる。（第２の４のク、別紙論点 2.6、

2.7、5.10参照） 

なお、本検討会の議論において、処分庁は、そもそも申請により

求められた許認可等を拒否する処分及び不利益処分を行う際には、

処分理由の提示を行うといった行政手続法についての基本的な理解

が不足しており、適切にこれらの手続が実行されていない場合があ

ることから、行政手続法の基礎的な理解の向上も課題の一つである

といった指摘もあった。処分の際には、審査基準や処分基準を示し

つつ、個別事案をどのように当てはめたのかといった処分理由を明

確に提示すること等が重要であり、処分庁を対象とした研修の実施

に当たっては、このような観点も留意する必要がある。 

また、口頭意見陳述の制限について定める行審法第 31条第４項

が実効的なものとなるよう、審査庁に対し、陳述を制限できるケー

スや運用上の工夫についてマニュアル等において具体的に例示する

よう措置を講じる。（別紙論点 2.10参照） 

さらに、事案の併合・分離についても、対応方法や工夫例をマニ

ュアル等に記載することとする。（別紙論点 2.5、2.11参照） 

       情報公開条例に基づく処分の審理手続について、不開示決定等に

対する審査請求を実質的に審査する機関が条例で別に設置されてい

る場合の、行審法上の審査庁による審理手続と当該機関の審理手続

が重複することの扱いについては、情報公開制度特有の問題と捉え

るか、条例で審査庁に代わる特別な審査機関を設けることが行審法

上可能かどうかの問題と捉えるかなど、いくつかの考え方があり得

るところである。 

       現時点においては、そのような審査機関に係る条例の定め方や実

務の考え方について十分な集積が得られていない。また、情報公開条

例の関係では、個人情報保護法の令和３年改正の施行後の状況も踏

まえる必要がある。したがって、今後、改めて実態を見極めつつ、検

討を深めることが適当であると考えられる。 

       そのため、まずは行審法の目的の一つである簡易迅速な権利利益

の救済の観点を踏まえ、運用上の工夫を行うことが適当である。具

体的には、審査庁における審理手続を情報公開審査会等における調

査審議の中で実施するよう促す等の対応をマニュアル等において示

すこととする。（別紙論点 2.8参照） 
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諮問・裁決手続 

   審理段階における調査や争点の整理を改善するため、総務省等に

おいて、各士業団体等から専門的な観点からの協力も得ながら、審

査庁に対して、争点の整理の方法等について定期的・継続的な研修

を実施するよう措置を講じる。また、速やかな諮問・裁決が行われ

るよう、審査庁の事務の遂行に幹部職員が責任をもって当たる体制

を整備する。（第２の４のキ、別紙論点 2.14、2.15、5.10参照） 

 

以上のほか、国の行政機関における審理手続の事務の進め方や

制度の趣旨徹底を改善するため、特に、審査庁事務を担当する職員

が複数の部局にまたがる府省等においては、大臣官房等に不服申立

事務の遂行を府省等として責任をもって管理する体制を構築し、担

当職員に対して進行管理の責任を自覚するよう促す等の措置を講じ

る。 

 

（見直しにより期待される効果等） 

     上記の見直しを行うことにより、審査庁において審理手続に要す

る時間が短くなることで、迅速な救済に資する効果が期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

・研修の受講者数及び受講主体（機関・団体等）の別、受講により

実務に役立つと感じるか（２回目以降の受講の場合、その後の実

務に役立ったか） 

・弁明書の記載内容や添付書類の不十分な点が解消されたか 

・各審理手続の段階における審理の遅延につながる事象が改善され

たか（ヒアリング等） 

・運用マニュアルによる各種手続等の明確化の浸透の状況や、運用

マニュアルに掲載された工夫事例の活用の状況 

・進行管理担当課室の有無 

・パンフレット等の活用状況、審査請求書の補正の状況 

 

イ 迅速な処分の見直しや実施の義務付け 
 

（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

     審査請求に係る処分が、違法又は不当である場合、当該処分は取消

し又は変更されることとなる。申請拒否処分に係る審査請求の場合に

は、一般に、申請の認容を求めて提起されるものであり、申請拒否処

分の取消しだけでは足りず、争訟の一回的解決を図る観点から、行審

法においては、裁決において処分庁に申請を認容する処分をすべき旨

を命ずることとする等の規定（義務付け裁決）が設けられた。（行審

法第 46条、第 47条、第 49条第３項～第５項）  
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（イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

     

○義務付け裁決の実施状況 

令和元年度施行状況調査 

国 52件（審査請求・処理済・認容 1,395件中） 
分野別内訳：情報公開個人情報保護関係 18件のほか、労災関係

等 34件 
審査庁別内訳：法務省 15件、財務省６件、厚生労働省 31件 

地方
（都道府

県・政令

市） 

56件（審査請求・処理済・認容 463件中） 
分野別内訳 ：情報公開個人情報保護関係 45 件のほか、道路交

通法関係等 11件 

審査庁別内訳：都道府県 33件、政令市 23件 

 

平成 28年度施行状況調査 

国 137件（審査請求・処理済・認容 463件中） 
分野別内訳 ：情報公開個人情報保護関係 14件のほか、労災・

年金関係等 123件 
審査庁別内訳：内閣法制局３件、法務省５件、外務省１件、文

部科学省１件、厚生労働省 121件、国土交通省
１件、防衛省５件 

地方 79件（審査請求・処理済・認容 208件中） 
分野別内訳 ：情報公開個人情報保護関係 58 件のほか、道路交

通法関係等 21件 
審査庁別内訳：都道府県 20件、市区町村等 43件、政令市 16件 

 

    ○令和３年度ヒアリング結果 
  ・活用に当たり、審査庁と処分庁が異なる場合、審査庁において取消しまでは

判断できても、一定の処分を行うまでの判断が困難。公文書開示請求に対す
る審査請求の場合、処分庁が審査庁となることから、「非開示決定に係る審
査請求で、対象公文書の特定の誤りにより対象公文書不存在として非開示と
した事案において、原処分を取消し、改めて対象公文書の特定を行った上

で、開示・非開示の判断を行う場合」、「部分開示決定や非開示決定に係る審
査請求で、条例の解釈誤りにより開示すべき情報を非開示とした事案におい
て、原処分を取り消し、非開示とした部分の開示を行う場合」等は、適する
事例と考える。 

 
   ○令和３年度アンケート結果 

（令和２年度に処理が完了した審査請求において、行審法第 46条第
２項各号、第 49条第３項各号に定める措置を講じるか検討した事
例の有無） 

 ある（情報公開個

人情報保護関係） 
ある（情報公開個人

情報保護関係を除く） 
ない 

国 ４（26.5％） ２（13％） 11（73％） 

地方 28（８％） 12（３％） 315（87％） 

 
（「ある」の場合に措置を行わなかった場合の理由） 
・裁決前に審査請求が取り下げられたため。 

・原処分が撤回されたため。 
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（ウ）評価 

（評価） 

義務付け裁決の運用実績を見ると、特に情報公開・個人情報保護関

係等の分野において多く用いられていることが確認できる。この点、

審査庁が審査請求に係る資料のみから処分庁に対する処分等の義務付

けまで判断することには限界があるといった指摘があった一方、処分

庁が審査庁となる情報公開請求に対する審査請求では、義務付け裁決

が有効・適切であるといった指摘があった。また、審査庁において、

義務付け裁決を行う判断の際に特段の支障事例は確認されておらず、

義務付け裁決は、義務付け裁決が必要・適切な事案においては、活用

されているものと評価でき、今後もマニュアル等において事例の横展

開をすることで、一層の活用促進を図る。（別紙論点 5.4参照） 

   
ウ 簡略な手続の導入 
 

（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

行審法においては、不服申立ては基本的に審査請求に一元化された

一方、例外として、不服申立てが大量になされるもの等については、

審査請求手続を取る前に処分の内容等を把握している処分担当者等に

対し、審査請求より簡略な手続により改めて処分を見直す機会を与え

る目的をもって、個別法に定めがある場合に再調査の請求（行審法第

５条）を行うことができることとされた。 

また、迅速な審理を行う観点から、審査請求人が審査請求書の補正

に応じない場合や審査請求が不適法であり補正ができない場合には、

審理手続を行う必要がないため、審理手続を経ないで却下裁決（行審

法第 24条）ができることとされた。加えて、必要な審理を終えたと

は認められない場合であっても、弁明書等が相当の期間内に提出され

なかったなど、審査請求人又は参加人の手続的権利を損なわないとき

には、審理手続を終結（行審法第 41条）することができるものとさ

れた。 
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  （イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

    

○再調査の請求の処理状況 

＜令和元年度施行状況調査＞ 

・再調査の請求の処理期間 
     国  86.2％（処理済 1,763件中 1,520件）が３月以内に処理 

96.3％（処理済 1,763件中 1,699件）が９月以内に処理 
     地方 28.1％（処理済 53件中 43件）が３月以内に処理 
        97.4％（処理済 153件中 149件) が９月以内に処置   

※都道府県、政令市 
       ↕ 
    （審査請求） 
      国  12.2％が３月以内に処理、48.6％が９月以内に処理 
      地方  7.5％が３月以内に処理、59％が９月以内に処理 

※都道府県、政令市 
 

・再調査の請求の裁決の内容 
 国  認容 257件（17.6％）、棄却 1,363件（77.3％）、却下 139件

（7.9％）、その他（0.2％）（処理済 1,763件中） 
地方 認容 1件（0.7％）、棄却 152件（99.3％）、却下 0件（0.0％）、そ

の他 0件（0.0％）（処理済 153件中） 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
・生活保護基準に関して、10名程度から同趣旨の審査請求があったので、行審

法第 39条に基づいて併合を行い対応。 
・特定の審査請求人から、極めて短期間の間に複数の類似請求がされた場合

は、審査請求の併合を行ったことがある。生活保護基準の改定など、多くの
審査請求人から同じような審査請求がなされた場合には、行審法第 43条 1
項 5号に基づいて審査会への諮問を不要とすることもある。 

・特定の審査請求人から繰り返し審査請求が行われるケースがある。類似する
複数の事案を並行審議することにより、審理期間の短縮を図っている。 

・総代の互選命令や審理手続の併合を適用できれば大量請求についての事務負

担が軽減されるが、どのような場合に適用可能又は不適当なのか判断が困
難。具体的な例を挙げて示していただければ、適用しやすくなると考える。 

・審理の併合については、生活保護基準の改定に関する再審査請求は、同じ請
求人からではないので、併合ができないと考えている。 

・同じ人物から類似の審査請求が少し時期をおいてなされた場合に、時期が異
なっているため併合ができない、請求内容も少しずつ異なるため諮問を不要

とするわけにもいかないといった事例がある。 
・同一人から同一争点について毎年審査請求を受ける事案（国保税の税額決定
処分に係るもの）がある。行審法第 43条第１項第５号により諮問を省略し
ているものの、審理員の負担は軽減されない。 

 
○令和３年度アンケート結果 
（行審法第 24条に基づき、審理手続を経ないで却下裁決をする場合
に判断が困難であった事例） 
・審査請求人が主張する「処分があったことを知った日」が処分日と大きく乖
離する事例 

・行審法第 18条の「正当な理由」の判断が困難だった事例 
・処分に当たるかの判断が困難であった事例 

 

（行審法第 41条に基づき、審理手続を終結する場合に、判断が困難で
あった事例） 
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・期日を定めて反論書の提出を命じるも、期日までに請求人からの反論書の提
出がない場合、審理手続を終結してよいか判断に迷った事例。 

・処分庁の主張が不明確な場合に、どこまで確認するか判断に迷った事例。 
・審査請求人と処分庁との間で書面でのやり取りを行う際に、互いの論点がず
れてきたり、新たに派生したりしていき、論点整理を行うことが困難であっ
た事例。 

 
（同一人からの大量請求や繰返しの請求の有無） 

 ある ない 

国 ６（40％） ９（60％） 

地方 41（11％） 319（88％） 

 
（国が処分基準を改定した際などに、複数人から、争点が共通する大
量請求をされたことの有無） 

 ある ない 

国 ２（13％） 12（80％） 

地方 17（4.7％） 340（94.5％） 

 
（大量請求事案への対応の支障事例） 

     ・行審法第 11条第２項（総代の互選命令）又は同法第 39条（審理手続の併
合）を適用できれば大量請求についての事務負担が軽減されるが、適用実績が
なく、どのような場合に適用可能又は不適当なのか判断が困難である。 

 

 

（ウ）評価・見直し内容等 

（評価） 

再調査の請求については、法改正の趣旨に即して、審査請求と比較

すると、その処理は短期となっていることが確認された。その他、再

調査の請求に関した特段の支障は認められず、簡略な手続により改め

て処分を見直すことを通じて、国民の権利利益の迅速な救済を図ると

いう目標は一定程度達成されたものと評価できる。 

審理手続を経ないで却下裁決を行う場合、審査請求期間の徒過や、

処分性の有無等の適法性の判断に迷う事例が見られる。また、審理手

続の終結をする場合は、争点整理を尽くしたか否かについての判断に

迷う事例が見られる。これらの事例は、個々の事案に応じ、審理手続

の省略等を行うことができるとする各規定に沿って慎重に判断すべき

ものである。 

一方、大量の不服申立てが行われた場合、審査庁の事務負担を考慮

すれば、可能な限り運用上の工夫を行うことが望ましいものである

が、審査庁からも、どのような場合に審理手続の併合等が適用可能な

のか判断が困難といった意見もあり、十分な活用がなされていない状

況にある。 

 

（見直し内容） 

     大量の不服申立てがある場合の対応方法について、審査庁が審査請

求の内容に応じ、迅速な対応を行うことができるよう、対応方法の例
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や工夫例をマニュアル等に記載することとする。（別紙論点 2.5、

2.11、5.13参照） 

 

   （見直しにより期待される効果等） 

上記の見直しを行うことにより、大量の不服申立てがある場合にお

いて、円滑に審理手続がなされることで、迅速な救済に資する効果が

期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

     ・運用マニュアルによる各種手続等の明確化の浸透の状況や、運用

マニュアルに掲載された工夫事例の活用の状況（ヒアリング等） 

     ・大量の不服申立てがある場合における審理の遅延等の改善状況 
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３ 制度の活用促進 

 

エ 制度の簡素化 
 

(ア) 平成 26年法改正で整備された制度の概要 

    旧法においては、上級行政庁がない場合には処分庁に「異議申立

て」を行うこととされていた。この点については、処分庁から説明を

受ける機会が与えられていないなど、「審査請求」に比して客観的かつ

公正な審理手続の保障が不十分なものとなる面があるとともに、上級

行政庁の有無によって複数の申立ての種類が設けられていることが分

かりづらい等の問題があった。そこで、行審法においては、「異議申立

て」をなくして「審査請求」に一元化することによって、この問題を

解消することとされた。なお、不服申立てが大量になされるものにつ

いては、例外的に「再調査の請求」の手続を設けるとともに、審査請

求を経た後の救済手続として意義があるものとして法律が定める場合

には、例外的に「再審査請求」ができることとされた。 

 

（イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

    

○令和３年度ヒアリング結果 

・審査請求に一元化した点について、異議申立ての廃止は、公正な判断を行うた

めの効果があった。（士業関係） 

・（改正趣旨に沿った）効果はあったと考える。（士業関係） 

 

（ウ）評価 

   審査請求への一元化については、法改正の趣旨に即して、客観的かつ

公正な審理手続の保障や、分かりづらさの解消に資するものとの指摘が

あるなど、目標は一定程度達成されたものと評価できる。 

 

オ 申立て期間の延長 
 

（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

    旧法においては、審査請求をすることができる期間（審査請求期

間）を 60日としていたが、制度の使いやすさの向上のため、行審法に

おいては、行政運営上の合理的負担等も勘案し、３か月とされた。 
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（イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

 
   ○令和３年度ヒアリング結果 
   ・（改正趣旨に沿った）効果はあったと考える。（士業関係） 

・審査請求期間について、期間が伸びたことで一定の効果はあると考える。ただ
し、審査請求を代理人に依頼することを考慮すると、事前に多く情報を集めた
いという趣旨で３か月では厳しい。審理員による職権調査が充実するのであれ
ば、３か月でも可能であると考える。特に、他の行政書士が行った許認可申請
に係る審査請求は、調査が必要になるため３か月は難しく、また、非典型的な
業務は情報の収集にかなりの時間を要すると考えている。（士業関係） 

・ある市では、改正後処分から審査請求までが 60～90日のものは、全体の 18％
程度であり、請求期間の延長により救済されたケースは少ないように思われ
る。特に市税の審査請求については、納税通知書等の金額をみて、すぐに申し
立ててくるような流れから、期限が伸びたことによる効果はあまりないのでは
ないか。もっとも、様々な分野の審査請求のことを考えると３か月に延長され
たこと自体は良いことだと思う。（士業関係） 

・３か月を経過して審査請求があった事例はそれなりの件数があったが、事務局
や担当部署において、何らかのアプローチがされており、期限徒過により却下
といったような紋切り型の却下はされていなかったものと記憶している。 
（士業関係） 

 

 

（ウ）評価・見直し内容等 

（評価） 

    審査請求期間の延長について、法改正の趣旨に即して、制度の使い

やすさの向上の観点から一定の効果があったとの指摘もあり、目標は

一定程度達成されたものと評価できる。一方、審査請求人の代理人か

らは、審査請求の前に多くの情報を収集したいという趣旨で、なお、

審査請求期間は３か月では短いのではないかという指摘もあった。 

 

（見直し内容） 

審査請求期間について、処分後に処分基準の開示請求等を求める必

要があるため、審査請求の準備に時間を要することから３か月では短

いとする指摘もある。しかしながら、不服申立ては簡易迅速性の観点

から、職権主義をとることとされており、審理員が職権により調査・

審議を行うことによって対応することが求められ、処分基準も処分庁

からの弁明書で示されるべきものであることから、審査請求人は受け

た処分について不服申立てをすれば足りるものである。このため、当

面は、このような制度の考え方を処分時に渡すこととする案内書やパ

ンフレット等において国民に周知するとともに（第２の３のカ参照）、

審理員による審理手続について、審理手続や争点の整理の方法等に係

る具体的かつ実践的な研修を設けるよう措置を講じる。（第２の４の

キ、別紙論点 3.4、5.10参照） 

 

（見直しにより期待される効果等） 
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上記の見直しを行うことにより、不服申立人が、審査請求期間内に

申立てを行うことができ、円滑な不服申立てが行われることで、制度

の活用促進に資する効果が期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

・研修の受講者数及び受講主体（機関・団体等）の別、受講により

実務に役立つと感じるか（２回目以降の受講の場合、その後の実

務に役立ったか） 

・審理員による審理手続が適切に行われているか（ヒアリング等） 

・パンフレット等の活用状況 

・期限徒過による却下裁決の件数、期限徒過の理由 

 

カ 情報提供の充実 
（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

    行審法第 84条は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てを

した者の便宜を図るため、これらの者の求めに応じ必要な情報（例：

不服申立ての可否、審理手続の基本的な流れ、審理手続終了後の裁決

の時期の見通し）の提供に努めるべき旨が規定された。 

    また、不服申立ての機会を失することのないよう、再調査の請求

後、決定が行われないまま３か月を経過した場合に審査請求ができる

旨の教示や、再審査請求をすることができる審査請求の裁決時に再審

査請求ができる旨の教示義務が設けられた。 

 

（イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

 

○令和２年度ヒアリング結果 
・現状、審査庁に処理状況を問い合わせても回答が得られないことが少なくない

ことから、審査請求人に対する処理状況について説明を義務付ける若しくは努

力義務とする又は説明することができる旨の規定を設けてはどうか。（士業関
係） 

・処分庁が教示文のない書式を用いているケースが未だ存在するため、対応すべ
きではないか。（士業関係） 

・行政不服審査制度の利用がまだまだ低調であることから、権利救済手段として
国民に更なる周知を図るべきではないか。（士業関係） 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
・行政不服審査制度の利用促進のためには国民への周知徹底が必要。処分通知書

の教示において行政不服審査制度のリーフレットや審査請求書のひな型の配
布、情報公開室にならった、行政不服審査総合案内所や審査請求の統一的な窓
口の設置が必要であると考える。（士業関係） 

・利用促進を図るのであれば、積極的に行政不服審査制度を利用して欲しいという
メッセージを行政から発信していただきたい。また、行政書士が原処分に関わっ

ていない事案の相談が国民から多く寄せられており、行政書士法の改正が行わ
れると、制度の活用範囲が広がると考える。（士業関係） 

・制度の存在を周知したとしても、意味のある事件が増えるかは疑問。（士業関係） 
・行政機関に苦情があった場合、「審査請求ができますよ」と簡単に言っているの
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ではないかと思われる。処分時に説明を尽くして納得してもらえば済むはずな
のに、説明に時間をとっていないように思われる。（士業関係） 

 

    

（ウ）評価・見直し内容等 

  （評価） 

情報提供の充実に係る法改正の趣旨は、審査請求期間など不服申立

ての機会を失うおそれがある情報の教示義務を審査庁に課し、それ以

外の必要な情報については、不服申立人の求めに応じ、情報提供に努

めることとし、不服申立てをしようとする者等の便宜や権利保障を図

ることにあった。しかしながら、国民への教示・情報提供が適切にな

されておらず、目標が十分に達成されていない事例や、求めがなくと

も不服申立人において必要とされる情報を審査庁から積極的に提供し

た方が良いと考えられる事例等が見られる。また、不服申立人の求め

によらない積極的な周知が必要であるとの指摘や、処分時における説

明が尽くされていないという指摘も見られた。 

 

（見直し内容） 

    研修の実施やマニュアル等の整備を通じて、審査庁に対し、不服申

立人等に提供が望ましい情報の具体例を提示するとともに、審査庁及

び処分庁に対し、制度趣旨を周知徹底する。また、行審法は、国・地

方公共団体のみならず、処分権限を付与された民間団体等にも広く適

用されていること、不服申立人の属性も様々であることを踏まえ、国

民に対する情報提供や相談対応を丁寧に行うため、全国的に案内所を

設けるよう措置を講じる。さらに、不服申立人に対して、行審法上、

不服申立てが可能な旨、不服申立先、不服申立期間を処分庁が教示す

ることが義務付けられているが、審査請求が特に多い類型の処分を行

う場合には、これに加え、行審法の制度趣旨（訴訟手続と並ぶ権利救

済制度である点、簡易迅速かつ公正な救済が与えられる点、手数料が

不要とされる点等）、不服申立ての方法、審理手続の流れ及び口頭意見

陳述等の権利等の行審法の審理手続の全体像を分かりやすく案内する

パンフレット等を総務省において作成し、処分庁が処分時にパンフレ

ットの骨子と入手方法とを視覚的にも分かりやすく説明する案内書(１

枚程度)を渡すこととする等の措置を講じる。（別紙論点 4.3、4.5、

4.6、5.10、5.12参照） 

    

（見直しにより期待される効果等） 

上記の見直しを行うことにより、不服申立人が必要な情報や知って

いることが望ましい情報について把握することができ、円滑な不服申

立てが行われることで、制度の活用促進に資する効果が期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 
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・審査庁による提供が望ましい情報の提供状況 

・パンフレット等の活用状況 

・不服申立人等からの案内所への相談件数、相談内容 

・不適法な申立てによる却下の件数、不適法な理由 

・不服申立てに係る情報提供が十分になされているか（ヒアリング

等）  
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思われるので、差戻し等行政不服審査法上で認められるべきと考える。 
・上級庁のない団体では処分庁と審査庁が同一になるが、小規模自治体では、処

分、審査庁、審査会事務局の役割を分けることが困難。 
・「処分の関与」がどの程度のことを指すのかあいまいであるし、処分の関与の有
無は審査請求人からは分からない。たとえば、都道府県を審査庁とする審査請
求については、審査対象となっている事業の所管課の管理職が審理員になるこ
とが多い。（士業関係） 

 
○令和３年度ヒアリング結果 

    ・審理員による審理手続については、その立法趣旨から公正な判断を行うための
効果はあると考える。（士業関係） 

  ・審理員にふさわしい資質・識見のある職員がいる審査庁では効果があったが、
そうでない審査庁では意見書の内容に限界があり、審理期間の長期化が問題と
なっている。審理員の資質により審理の充実度合いが大きく変わる。（士業関

係） 
  ・内部的には審理員が第三者機関を意識して事件審理を行うであろうことはメリ

ットになるが、一般の人からすれば、手続としては少し分かりにくくなった面
もあるかもしれない。また、処分庁側の立場に立った意見が出てくる。（士業団
体） 

    

（ウ）評価・見直し内容等 

（評価） 

審理員制度を設けた法改正の趣旨は、審査庁において審理を行う職

員について、原処分に関する手続に関与していない等の一定の要件を

満たす者を審理員に指名することにより、審査庁における審理手続の

公正性を高めることにある。この点に関し、審理員制度自体について

は公正な審理手続の実施に効果があるとの指摘も見られ、目標は一定

程度達成されたものと評価できる。一方、運用上、小規模な地方公共

団体においては審理員の適切な確保に困難を生じている事例が確認で

きるほか、十分な審理が尽くされていない、審理員意見書の作成が困

難である等の目標が十分に達成されていない事例が見られる。 

 

（見直し内容） 

総務省等において、審査庁の職員を対象として、行審法の制度概要

を徹底し、審理手続の進行や争点整理の能力を向上させる具体的かつ

実践的な研修を設けることとし、審理員の確保と質の向上を図るた

め、審査庁が国の機関である場合は、審理員や審理員補助者となる職

員は基本的に当該研修を受講することとするよう措置を講じる。 

審査庁が地方公共団体である場合は、総務省において、審理員の質

の向上を図るため、上記の研修の積極的な受講を促すとともに、審理

員事務の委託の具体例・工夫例を広く普及させること、審理員及び審

理員補助者のサポートのための案内所を設けることに加え、審理員を

適切に確保することができるよう、各士業団体からの協力を得なが

ら、審理員候補者及び審理員補助者をあらかじめ確保し、地域や組織

の枠を超えて審査庁の求めにより迅速に派遣する仕組みを設けるよう
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措置を講じる。（別紙論点 3.4、5.10、5.11 参照） 

 

（見直しにより期待される効果等） 

上記の見直しを行うことにより、審理員の確保と質の向上を図るこ

とができることで、公正性の向上に資する効果が期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

     

     ・研修の受講者数及び受講主体（機関・団体等）の別、受講により

実務に役立つと感じるか（２回目以降の受講の場合、その後の実

務に役立ったか）（アンケート等） 

     ・審理員による審理手続が適切に行われているか（ヒアリング等） 

・審理員事務の委託の状況 

・審理員等からの案内所への相談件数、相談内容 

     ・審理員候補者及び審理員補助者の派遣件数 

・円滑な審理関係主体の確保や十分な支援が行われているか（ヒア

リング等） 

  

ク 対審的構造による審理手続の整備 
 

（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

     行審法においては、審理員制度を創設するとともに、審理手続が審

査請求人と処分庁等による対審的な構造となるよう、処分庁が作成す

る弁明書の記載内容や添付書類について明記し（行審法第 29条）、原

処分に関与していない審理員であっても事案を把握することができる

こととされた。また、審理手続の中で、審理員が、必要に応じて、職

権調査を行うこととされた（行審法第 33条～第 36条）。 

さらに、審理員による審理の充実のため、審理手続における参加人

の権利について、主張書面である「意見書」の提出等ができることと

された（行審法第 30条）。 
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（イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

  

○令和２年度ヒアリング結果（再掲） 

・処分の根拠法令が記載されておらず、「要件事実への当てはめ」がどのように
行われたのか分からない弁明書がある。そのため、弁明書の雛型を作成し弁明

書の提出を依頼する際に処分担当課に提供している。 
・弁明書の内容の不十分さは常々感じており、処分庁担当課の職員向け研修や法
務担当職員が弁明書の作成支援を行っている。 

・審査請求人の主張に反論するだけで処分の根拠法令や要件充足性について記載
していない弁明書が見受けられる。弁明書に処分の根拠法令や要件該当性を記
載することを義務付けてはどうか。（士業関係） 

・処分庁が自ら証拠書類等を提出しない事例が少なくないことから、重要な事実
については弁明書の提出時に証拠書類等を添付して提出することを義務付けて
はどうか。（士業関係） 

・物件の提出要求（職権証拠調べ）をする場合、利害関係がなければ、守秘義務
や個人情報であることを理由に協力を得られないことが多い。審理員、審査
庁、審査会に法的拘束力のある調査権限規定（例えば、生活保護法第 29 条の

ような）を設けても良いのではないか。 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
（適切でない弁明書の例）※再掲 
・処分にかかる事実経過の記載が不十分（処分を行った事実関係のみ） 
・複数の処分のうち、一部の処分にかかる弁明が欠落 
・どの事実をどの規範に当てはめたかについての記載がなく、処分通知書に記載
されている理由と同じ記載のみ 

・法令が存在しているにもかかわらず、マニュアルなどの要綱に沿って処分を行
ったため問題ないと記載され、マニュアルや要綱と法令についての関係性につ
いて記載が欠落 

 
（参加人の権利の充実の効果） 
・参加人がいるのであれば、権利充実の効果はあるだろうと考えるが、具体的な

事例を把握できていない。 
・参加人が関与する手続がほとんどないため、効果の程度は不明。 
・審査請求人が障がい者であったケースで、主張書面の提出が困難であったので
意見陳述を行った際、参加人が付き添うことで陳述が円滑に行われた。 

 

○令和３年度アンケート結果 

（物件の提出を拒まれたことの有無） 

 物件の提出を求めた
ことがある審査庁数 

ある ない 

国 ５（100％） １（20％） ４（80％） 

地方 76（100％） ５（6.5％） 69（91％） 

 

（参加人からの意見書の提出状況） 
国：219 件（処理済 32,186件中）、地方公共団：33件（処理済 8,505件中） 
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（ウ）評価・見直し内容等 

   （評価） 

行審法においては、審理手続が審査請求人と処分庁等による対審的

構造とされたことにより、審理員が適切に情報を把握できるようにさ

れた。しかしながら、処分庁からの弁明書の記載事項、処分の要件充

足性等に関する証拠書類の提示、処分基準の適用に関する説明が十分

にされていない事例も見られ、審理員における事案の把握・争点の整

理に支障が生じるなど、目標が十分に達成できていない事例が見られ

る。 

また、審理員による職権調査においては、審理手続を進める上で必

要な情報であるものの、審査請求人と利害関係がない第三者から物件

等の提出を拒まれる事例も見られる。 

なお、参加人の権利の充実の効果については、事例も少なく、特段

支障があるとの意見も聞かれないところである。 

 

（見直し内容） 

弁明書の記載内容等が充実するよう、総務省等において、各士業団

体等から専門的な観点からの協力も得ながら、弁明書の様式等を作成

の上、処分庁に対して、定期的・継続的な研修を実施するよう措置を

講じる。（別紙論点 2.6、2.7参照） 

また、審理員が利害関係のない第三者に対して職権調査を行う際

に、第三者からの関係書類の入手を促進できるよう、特に個人情報保

護の観点から入手困難とされる場合については、個人情報保護法制上

の支障とはならない場合もあることを第三者に示すことを、マニュア

ル等に記載することとする。（別紙論点 3.3 参照） 

 

（見直しにより期待される効果等） 

上記の見直しを行うことにより、処分庁が作成する弁明書の記載や

添付書類が適正化され、審理手続が充実されることで、公正性の向上

に資する効果が期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

     ・研修の受講者数及び受講主体（機関・団体等）の別、受講により

実務に役立つと感じるか（２回目以降の受講の場合、その後の実

務に役立ったか）（アンケート等） 

・弁明書の記載内容や添付書類の不十分な点が解消されたか（ヒア

リング等） 

・第三者への職権調査に係るマニュアル記載事項の活用状況（ヒア

リング等） 

・第三者への職権調査の際に支障が生じていないか（ヒアリング

等） 
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らして適切、妥当であるかの判断がなされていなかったもの 
・処分に関する関係法令が、処分前後の改正を踏まえた必要十分なものでない

もの 
・継続的な処分が審査請求後に終了しているかどうかを把握せず諮問したもの
（例：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 29条第１項に基づく措置
入院に対する審査請求後の入院者（審査請求人）の退院） 

 
○令和３年度アンケート結果 
 
（審理員意見書が不十分であると感じた点はあるか） 
 ある 特にない 審理員意見書の提出

を受けていない 

国 ０（０％） ８（53％） ６（40％） 

地方 22（６％） 237（66％） 92（25.5％） 

 
（不十分であると感じた点）※複数回答 
・処分の要件充足性について記載がない ８件 

・処分庁の主張のみで事実認定をしている ６件 
・事実認定の主張と証拠が区別されていない 13件 
・どの証拠から事実認定をしているのか明らかでない 10件 
・その他 ９件 

 

（ウ）評価・見直し内容等 

  （評価） 

審理員意見書に係る法改正の趣旨は、審理員による公正かつ適正な

審理手続を行った結果を記載することにより、審理員意見書が、審査

庁が裁決を行うに当たっての判断の基礎となるようにすることにあっ

たものの、現状において、審理員意見書の記載が不十分・不適切（ひ

いては審理手続が不十分）であり、目標が十分には達成されていない

事例が見られる。 

また、審理員による執行停止の意見書について、支障事例は確認さ

れなかった。 

 

（見直し内容） 

審理手続及び審理員意見書の質の向上を図るため、審査庁が国の機

関である場合は、総務省等において、各士業団体から専門的な観点か

らの協力も得ながら、様式等を作成の上、審査庁の職員に対し、定期

的・継続的に具体的かつ実践的な研修を設けることとし、審理員や審

理員補助者となる職員には基本的に当該研修を受講することとするよ

う措置を講じる。（第２の４のキ参照） 

審査庁が地方公共団体である場合は、審理手続及び審理員意見書の

質の向上を図るため、上記の研修の積極的な受講を促すとともに、適

切な審理員の確保のため、総務省において、各士業団体からの協力を

得ながら、審理員候補者及び審理員補助者をあらかじめ確保し、地域

や組織の枠を超えて審査庁の求めにより迅速に派遣する仕組みを設け

ること、審理員及び審理員補助者のサポートのための案内所を設ける
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よう措置を講じる。（第２の４のキ、別紙論点 3.7、5.10参照） 

 

（見直しにより期待される効果等） 

上記の見直しを行うことにより、審理員意見書の記載内容が適正化

され、審理手続が充実されることで、公正性の向上に資する効果が期

待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

     ・研修の受講者数及び受講主体（機関・団体等）の別、受講により

実務に役立つと感じるか（２回目以降の受講の場合、その後の実

務に役立ったか）（アンケート等） 

     ・審理員意見書の記載内容の不十分な点が解消されたか（ヒアリン

グ等） 

・審理員候補者及び審理員補助者の派遣件数 

・審理員等からの案内所への相談件数、相談内容 

     ・円滑な審理関係主体の確保や十分な支援が行われているか（ヒア

リング等） 

 

コ 諮問機関としての審査会の整備 
 

（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

    行審法においては、処分に関与した者以外の者等である審理員が審

理手続を行うことにより、審理が公正に行われることが企図されてい

る。しかしながら、審理員は審査庁の補助機関であることから、処分

についての審査請求に対する判断の客観性が完全な形で担保されるも

のとはいえない。 

そのため、事前・事後のいずれかの段階において、法律又は行政の

有識者で構成される機関等による調査審議が一度はなされ、処分又は

不作為についての判断が公正かつ慎重に行われる手続を整備すること

を通じて裁決（審査請求についての判断）が公正かつ慎重に行われる

ことを確保する目的をもって、一定の場合を除き、審査庁は、審査請

求についての判断について、行政不服審査会等に対し諮問しなければ

ならないとする仕組みが設けられた。（行審法第 43条、第 67条～第

73条、第 81条） 

行政不服審査会等については、審査庁の審査請求についての判断の

妥当性をチェックするために、審査会における調査審議の規定が設け

られており（行審法第 74条（審査会の調査権限）、第 76条（審査関

係人からの主張書面・資料の受取）、第 77条（委員による調査手

続））、必要に応じて審査会においても調査審議を行った上で答申をす

ることとされた。 
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（イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

 

○行政不服審査会等への諮問状況 
    国   111件（審査請求・処理済 27,362件） ※答申と裁決が異なる件数は３件 

    地方 1,935件（審査請求・処理済 9,766件） ※答申と裁決が異なる件数は 16件 

※令和元年度施行状況調査に基づく。 

 

○令和２年度ヒアリング結果 
・行政不服審査会に限らず、引き受けていただける学識経験者が限られている。

委員のなり手がなかなか見つからない。 
・審査会委員に対する研修を実施・支援して欲しい。（士業関係） 
 
○令和２年度調査研究における各論点中における意見 

・審査庁が教育長である場合に、地方公共団体の長ではないことから、行審法第
43条第１項の文言上、諮問先が存在しないため、改正すべきではないか。 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
（第三者機関への諮問の効果） 

・行政不服審査会で諮問を経る事案については、審査会での審理の結果、適切な
裁決がされる可能性が高まった。他方、個別法や条例で行政不服審査会を経由
しないでよいことを認めた分野では公正な審査を受けられない弊害が生じてい

る。（士業関係） 
・第三者機関の諮問手続の導入は、立法趣旨から公正な判断を行うための効果は
あると考える。（士業関係） 

・審査庁が裁決に対する一定の結論（棄却など）を示した上で、その結論は相当
かを諮問する場合、結論を明示せず諮問する場合、審査庁があらかじめ裁決案
を作成し、相当かを諮問する場合など、諮問の方法は統一されていないが、統

一的な運用が行われるべきではないか。（士業関係） 
 

（審査会における調査審議の運用） 
＜国＞ 

・審理手続において十分に調査されていないため、本来審理手続においてされる
べきであった照会や資料収集等を審査会において行うことがある。 

・行審法第 74条に基づく調査手続は、様々な方法で実施。例えば、主張書面・
資料提出の求め、口頭説明の求め、関係行政機関への照会、対面・電話・電子
メール等による聴取、インターネット上の情報や文献等の検索・収集等といっ
た方法を活用。 

・諮問された事件は、基本的に主張書面の提出を行うか確認している。   
・行審法第 77条に基づく手続は、行審法第 74条の「その他必要な調査をするこ

と」で十分であるため、実施したことがない。  
・行審法第 71条に基づく専門委員も専門分野の事件について、活用したことが
ある。 

・行審法第 43条第１項第５号に基づき、諮問を不要とした事例はないと把握。 

 
＜地方＞ 

・弁明書や反論書、審理員意見書等の書面のみでは正確な事実確認等が困難な場

合に、審査請求人の意見陳述や実施機関の職員への意見聴取等を行っている。 
・審査請求に対する考察視点が、審理員と行政不服審査会委員で異なることがあ
り、その検証のために調査審議の必要がある。口頭意見陳述は、審査請求人の
提出する審査請求書、主張書面の記載が不十分であるときに必要としている。 

・審査請求人の主張が十分でなく、審査請求人の主張として考えられる事由の根
拠がないか確認する場合、行政裁量に疑問があり、担当課に運用実態を確認す
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る場合等に行った。 
・資料から読み取りにくい場合等には、確認のため行審法第 74条に基づく調査

を行っている。 
・基本的には、審理員意見書の段階で争点等をチェックしているので、特に審査

会による調査が行われていることはない。 
 

〔行審法第 43条第１項第５号に基づき、諮問を不要とした事例〕 
・国民健康保険税額決定処分に対する審査請求について、一定の場合に該当する場

合で、法律上の争いがなく、審理員が棄却の意見書を書いているもの 
・同一趣旨の審査請求であって、審査会において、過去に先例となる答申が存在し、
諮問しても先例の答申と同様の結論となると見込まれるもの 

・生活保護基準の改定など、多くの審査請求人から同じような審査請求がなされた
場合には、諮問を不要とすることもある。具体の手続としては、同一内容の大量
請求が来た場合に、一部の請求のみを先行事例として一度審査会の各部会に諮

問して結論を出し、その後審査会全体会を開催し、後続の同様の審査請求につい
て諮問をしなくても良い旨を決定している。 

 

○令和３年度アンケート結果 
      （行政不服審査会等及び審理員の事務について、委託・広域連合・一

部事務組合等の活用状況） 

活用している 活用したいと思っている

がしていない 

していない 

（する予定はない） 

257（15％） 180（10.5％） 1,083（64％） 

 
（活用の内訳） 

委託 広域連合 一部事務組合 その他 

145 17 51 44 

 
（諮問先がないことについて懸念があるとされた事例） 

   ・教育長が審査庁となった場合、審理員が指名されることになるが、審理員意見
書のみをもって裁決しなければならないことになり、審査請求人の権利救済が
できているか疑問が残る。また、同じ事象（保育の処分）について、他市では
第三者機関への諮問答申が行われているにもかかわらず、本市では事務委任を

している。 
・教育長が審査庁である場合、行政不服審査会等への諮問がないため、審理の公
平性について問題がある。 

・公営企業管理者に審査請求があった場合に、諮問すべきか否か疑義が生じてい
る。 

・処分庁である企業管理者が単独で裁決することにつき公平性が担保されている

か審査請求人等から疑念を抱かれかねない。 
 

 

（ウ）評価・見直し内容等  

   （評価） 

行政不服審査会等への諮問については、支障なく運用されており、

法改正の趣旨のとおり、裁決の客観性・公正性の向上に資するとの指

摘があり、目標は一定程度達成されているものと評価できる。 

一方、審査会の委員の確保が困難である、審査会委員に対する研修

の実施が必要である、審査庁からの諮問の方法を統一すべきでないか

との指摘がある。 



44 
 

また、行審法第 43条第１項の規定については、審査庁が主任の大

臣等及び地方公共団体の長等以外の場合には、行政不服審査会等への

諮問が義務付けられていないことにより、諮問先が存在しない事例が

生じているため、これらの場合には行政不服審査会等に諮問できるよ

うにすべきではないかという指摘もある。審査庁が大臣や首長等以外

の場合に行政不服審査会等への諮問を義務付けていない理由として

は、 

・審査庁が議会や委員会である場合には、選挙で選ばれた議員や委

員の選任等に特別の配慮が払われ、公正かつ慎重に判断が行われ

ることが制度上担保されていること 

・審査庁となる主体には、独立行政法人、特殊法人、民間団体等と

いった様々な場合が想定されるが、このような団体等に処分権限

を与えることとした個別法の立法政策を尊重すること 

等といった趣旨がある。 

この点、審査庁が教育長や地方公営企業の管理者の場合に、諮問先

が存在しないため公正性の観点から懸念があるとの指摘があった。 

教育長については一部の事務について教育委員会から権限を委任さ

れている実態もあると考えられることや、地方公営企業の管理者につ

いてはその行う処分の分野が限られたものであると考えられ、かつ、

経営上の判断との調整をする必要があることなどの特殊性を踏まえ、

個々の制度の視点から検討を加える必要があると考えられる。さらに、

公正性の確保の観点から重大な問題に至った事例も把握するに至って

いない。したがって、現時点では、総務省には、実務を注視しつつ、引

き続き個々の制度の観点も踏まえ、検討することを求める。（別紙論点

5.2参照） 

 

（見直し内容）  

地方公共団体においては、行政不服審査会等の設置・運営の負担軽

減の観点から、審査会事務の委託・広域連合・一部事務組合の活用を

促すため、総務省において、具体例・工夫例を広く普及させるよう措

置を講じる。（具体的な対応策は、別紙論点 5.11参照） 

審査会委員への研修や審査庁からの諮問方法の在り方についても、

答申書等の各種書類の様式等を作成するとともに、上記キ等におい

て、審査庁等を対象に、制度趣旨を徹底させ、審理手続の進行や争点

の整理の方法等を実践的に訓練する研修を設ける等の措置と併せて、

所用の対応を行う。 

 

（見直しにより期待される効果等） 
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上記の見直しを行うことにより、円滑な行政不服審査会の運営、行

政不服審査会等の委員の確保及び知見の向上が図られることで、公正

性の向上に資する効果が期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

・研修の受講者数及び受講主体（機関・団体等）の別、受講により

実務に役立つと感じるか（２回目以降の受講の場合、その後の実

務に役立ったか）（アンケート等） 

・答申の記載内容の不十分な点が解消されたか 

・審査会事務の委託・広域連合・一部事務組合の活用状況 

・審査会の体制の確保や十分な支援が行われているか（ヒアリング

等） 

   

サ 答申・裁決の透明化 
 

（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

行政不服審査会等は、審査庁から諮問を受けた場合には、公正かつ

慎重な判断に基づき、諮問に対する答申を行い、審査庁は、答申を踏ま

え、最終的な不服申立てに対する裁決を行う。 

裁決の際には、審査請求人の手続保障及び公正かつ適正な審理の実

現の観点から、審査庁が、どのような理由で裁決をしたかについて審

査請求人も知ることができるよう、裁決書の必要的記載事項が定めら

れた。具体的には、審査庁が審理員意見書又は行政不服審査会等の答

申書と異なる内容の裁決をする場合には、裁決に至るまでの判断過程

の透明性を確保し、審理関係人への説明を尽くす観点から、異なるこ

ととなった理由等を記載しなければならないこととされた（行審法第

50条）。 

また、不服申立制度の運用状況について国民に対する説明責任を果

たすとともに、運用の透明性を高め、不服申立制度、ひいては行政に対

する国民の信頼を確保する観点に加えて、先例とされるべき裁決につ

いての情報提供を行うことを通じ、不服申立てをしようとする者の予

見可能性を高める観点から、行審法第 79条において、答申の内容の公

表が義務とされたとともに、行審法第 85条において、裁決の内容の公

表が努力義務とされた。裁決の内容の公表が努力義務とされたことに

ついては、審査庁の事務負担増加や、対象となる行政庁には地方公共

団体や民間団体等、多様な機関も含まれること等を考慮したものであ

る。 

なお、総務省においては、答申・裁決の内容について国民への一元

的な情報提供及び審査庁の利便性の向上を図るため、「行政不服審査裁

決･答申データベース」を整備・運用している。 

  



46 
 

 

（イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

 

答申書関係 

○令和２年度ヒアリング結果 
・答申書に事実認定及びその根拠が十分に記載されておらず、いかなる根拠に基づ
きいかなる事実を認定したのかがわからない事例があることから、事実認定及び

その根拠の記載を義務付けるべきではないか。（士業関係） 
・答申書に職権調査の有無及び内容が記載されていない事例があり、調査審議が適

正に行われているか検証できないことから、答申書へ職権調査の有無及び内容を
記載するよう義務付けるべきではないか。（士業関係） 

 

○令和３年度アンケート結果 
（答申書の内容が不十分な例） 

    ・審査請求人の請求を認容とする理由が不十分。 
・原処分の要件充足性などへの言及がないことがある。 

 

○令和３年度ヒアリング結果 

（答申書の記載事項） 

＜国＞ 

・規則で「審査会の結論、判断の理由並びに答申を行った部会又は総会の名称及び委

員の氏名」が定められているほか、行政不服審査会で整備したマニュアルで、結論
→理由（事案の概要→諮問に係る審査庁の判断→当審査会の判断）と大枠を定めて
いる。答申書には、全ての事件について同じ事項をいずれも記載する必要があると
は限られず、事件ごとに判断すればよいと考えている。 

・付言の位置は、指摘事項の重要性や結論との関連性を踏まえて決めるので、特段決
めていない。 

・審理員意見書の提出後、諮問までかなり時間がかかっている場合があり、審査庁に
おいて迅速な手続を行うよう、繰り返し付言で言及している。 

・付言による制度面の改善を求める指摘を複数回行ったことにより、法律が求める省
令の未整備が改善された例もある。  
→社会復帰促進等事業としてのアフターケアに係る健康管理手帳の不交付決定関

係など。 

・審査庁に対して行政不服審査会の答申の付言等で、制度面の改善を求める指摘をす
ることがあるが、なかなかすぐに改善に至らないこともある。 
→（事例①）中小企業退職金共済法第 10 条第５項に基づく退職金減額認定処分関  

係 
→（事例②）社会復帰促進等事業としての労災就学援護費不支給決定関係   

     ※各事例の詳細は、令和３年度ヒアリング結果参照 

 

＜地方＞ 

・運営要領において「審査会の結論」「判断の理由」「答申を行った委員の氏名」の３

項目を規定するほか、「審査関係人の主張の要旨」「審理員意見書の要旨」「調査審
議の経過」を記載。付言は項目を設けている。 

・明確なルールは設けていない。おおむね「事案の概要」「審査庁の諮問に係る判断」
「当審査会の判断」又は「審査会の結論」、「審査請求に至る経過」「審査関係人の主
張の要旨」「審理員意見書の要旨」「調査審議の経過」「審査会の判断」という構成。 

・ルール化している訳ではないが、おおむね定型化。必要があれば付言を行っている

が、その際に別途独立した項目を設けている。付言の内容を裁決に盛り込む又は処
分庁に付言を別途伝えるよう、審査庁に依頼している。 



47 
 

・特に定めていないが、答申書の雛形のようなものは作成。「適法ではあるけれど
ここはこうすべきであった」という意見が審査会委員から出て、付言を付けるこ

とがある。 
・基本的な構成は、「審査会の結論」「諮問事案の概要」「審査請求人の主張の要旨」
「審理員意見書の要旨」「審査会の判断理由」「審査会の処理経過」「審理を行っ
た審査会委員の名簿」としている。 

 

（付言） 
・付言は評価できると思う。ただし、棄却裁決をする場合に、処分が適法、妥当であ

ると判断しながら、行政運用を改めるような付言をするならば、どのような意義が
あるのか、検討する必要がある。付言は、原則として、認容裁決をする際に、今後
はこのような行政運営に改めてほしいという意見として活用していただきたい。
（士業関係） 

・処分庁に対する付言が制度上、処分庁に伝達されることが保障されているわけで
はなく、処分庁の応答義務もないことから、意見が述べられるにとどまっている

というのが実情。付言の際に、審査会が、付言の根拠を明示するか、付言の名宛
人に応答を求める規定を新設することを検討してはどうか。（士業関係） 

 

裁決書関係 

○令和２年度ヒアリング結果 
・裁決書に事実認定及びその根拠が十分に記載されておらず、いかなる根拠に基づ
きいかなる事実を認定したのかがわからない事例があることから、事実認定及び
その根拠の記載を義務付けるべきではないか。（士業関係） 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
・裁決書の記載については、事案の概要と審理関係人の主張の要旨に共通する内容

が多く、読みづらさがある。（士業関係） 
 
○令和２年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
・（略）一般的に情報公開については、･･公開請求者以外の第三者の権利保護のため、

当該公開請求の対象となる情報に自らの情報が記載されている者に対して公開に
ついての意見を聴いた上で、公開・非公開の決定がなされている。 しかし、公開

請求の対象となる情報に自らの情報が記載されている者より公開を希望しない意
見を付したにもかかわらず、処分庁が公開決定をし、その公開決定に対して執行停
止の申立てと審査請求がなされた場合、被処分者（公開請求者）以外からの審査請
求に対し認容裁決をする場合には被処分者となる公開請求者に対しても、裁決書
の謄本を送付しなければならない。（略） 

 

○令和３年度アンケート結果 
  （裁決書の謄本を審査請求人以外に送付する際に、裁決書中の個人情報

について、マスキング等をすべきか検討を要した事例及びその対応結
果） 

  ・利害関係人がいる場合において、決定書に記載すべき請求人の住所を別紙とし、
利害関係人に送付する謄本からは別紙の記載を省略するといった配慮を行った。 

・裁決書の謄本は審査請求人以外に原処分庁や参与にも送付しているが、氏名につ

いて審査請求人は「請求人」、請求代理人は「代理人」、その他の者はアルファベ
ットに置き換え実行している。 

・公開請求に係る行政文書に記録された第三者の情報について、当該第三者が公開
に反対する趣旨で行った審査請求に対する裁決書の謄本を公開請求者に送付する
際に、審査請求人である第三者の氏名をマスキングすべきか検討し、マスキング
して送付した。 
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公表関係 

○令和２年度アンケート結果 
 「行政不服審査裁決・答申データベース」に 
 答申を登録している団体は、133 団体中 86団体（約 65％） 

   裁決を登録している団体は、133 団体中 77団体（約 58％） 
 

○令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
・データベースの検索方法は、「処分根拠法令」や「裁決等の内容」に関するキーワ
ードを入力するもので、「裁決等の内容」の検索対象は文字入力された概要のみ
で、裁決書本体（PDF ファイル）は検索対象外となっているため、事例の絞り込

みが困難となっている。具体的には、不服申し立てがなされた際の審理員として
の意見書作成にあたって、データベースを活用し、過去の同様の行政処分に対す
る審査請求に係る裁決事例を参考にしているが、データベースのキーワード検索
の対象は、「裁決情報詳細」の「裁決内容」欄に記載されている場合のみであり、
「裁決内容」欄に記載されていなければ、「処分根拠法令」欄等により検索するこ
とになるが、該当数が多くなることから、求める事例にたどり着くまで添付ファ

イルを一つ一つ開く必要があり、時間を要する。  
 

○令和２年度ヒアリング結果 
・審理員意見書や裁決についても、事後的に公正性を検証することができるよう、
公表を義務付けるべきではないか。 

・答申後、裁決の時期や内容、付言に対する改善の有無等について情報提供された
ことはない。これらについては情報提供されるべきと考える。  

・付言に対する改善状況が審査会に報告されるようになれば、処分庁の付言に対す
る受け止め方に良い影響を及ぼすのではないか。  

・国民や代理人としては、裁決が「裁決・答申データベース」上に登載されていな
い場合、情報公開制度により文書開示請求によって取得するしかなく、「裁決・答
申データベース」の利活用がままならない。また公表が一元化しておらず「裁
決・答申データベース」に掲載しているのがどこの都道府県市区町村であるのか

がわかりにくい。（士業関係） 

 

○令和３年度ヒアリング結果 

（公表していない理由） 
・個人情報等をマスキング、匿名化等する作業に時間を要するため 
・個別事案についての裁決は、対外的に公表する必要性が低いと考えるため 
・未処理事案の対応を優先しているため 

 

（公表している場合） 
・裁決・答申データベースを用いて迅速に公表している。他の自治体の裁決答申を
参考にできるので、さらに拡大すると良い。 

・裁決の公表に支障を感じることは特にない。公表されることを前提に、審理員意
見書の段階からできるだけ個人情報を載せないようにしている。 

 

○令和３年度アンケート結果 
    （裁決の公表の支障事例） 

・「個人情報、プライバシーに配慮するため 
・個人情報をマスキング、匿名化等する作業に時間を要するため。 

・公表する内容や処理状況についての実施要領等が不明であるため。 
 
（データベースの改善点） 
・裁決結果ごとの検索や、裁決理由ごとの検索ができると、なお便利である。 
・答申内容等に答申書等の内容が全て記載されている場合もあれば端的な結果のみ
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記載されている場合があるが、答申書の内容を全て記載するようにして欲しい。 
・検索結果一覧に、簡単な事例の概要が記載されているとありがたい。 

 
（行政不服審査会等からの裁決書の求めの有無等） 

求められている 求められていない 

159（9.5％） 1,296（77％） 

※行政不服審査会運営規則（国） 

 （裁決書の写しの提出の求め） 

第 35条 審査会は、審査庁が答申を受けて裁決を行った場合には裁決書の写しを審査会に

提出するよう求める。 

２ 前項の裁決書の写しの提出の求めは、第 25条第２項の規定による答申書の交付に併せ

て、様式第 33号の書面により行う。 

 

（求められた場合の対応） 
送付している 送付していない 

129（81％） 29（18％） 

 

（ウ）評価・見直し内容等 

  （評価） 

答申・裁決の内容の公表に係る法改正の趣旨は、国民に対する説明

責任を果たすことや、不服申立てをしようとする者の予見可能性を向

上させることにあったものの、現状においては、努力義務とされたに

もかかわらず裁決の内容の公表は進んでいない状況にある。その主な

理由としては、個人情報やプライバシーを懸念する声やマスキングの

作業量の負担等といったものが挙げられている。答申を行った行政不

服審査会等にとっても、最終的な裁決において答申がどのように反映

されたのかが分からないなど、裁決の透明化に関する法改正・制度整

備の目標が十分に達成されていない状況が見られる。 

また、答申書の記載内容については、行審法の定めはないものの、

事実認定及びその根拠が十分に記載されていないことや、職権調査の

有無及び内容が記載されていないことから、調査審議が適正になされ

たか否かが検証できない等の事例も見られる。 

さらに、答申書において、行政運営の問題提起や制度面の改善を促

す等、付言の仕組みを活用する事例が見られるが、付言に対する審査

庁や処分庁の応答義務は規定されていないこともあり、付言を受けて

の改善に繋がるまでには至っていない事例も見られる。 

裁決書の記載内容に係る法改正の趣旨は、手続保障及び公正かつ適

正な審理を確保する観点から、裁決の「理由」を記載することを義務

付ける点にあり、この点については特段の問題は確認されなかった

が、事実認定及びその根拠等に関する具体の記載が適切にされていな

い等の事例が確認された。また、情報公開の開示決定等の処分につい

て第三者からの審査請求が認容された結果として、裁決書の謄本が開

示請求者に送付される際に、裁決書に記載された審査請求人（第三

者）の氏名が審査請求人に明らかになる等の支障も指摘されている。 
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なお、国民への一元的な情報提供及び審査庁の利便性の向上を図る

ことをねらいとした「行政不服審査裁決･答申データベース」につい

ても、裁決・答申の登録が進んでいる状況にあるとは言えず、また、

検索機能の向上も課題である。 

 

（見直し内容） 

裁決の内容の公表については、国民に対する説明責任を果たすこと

や、不服申立てをしようとする者の予見可能性を向上させるという法

の趣旨を踏まえ、引き続き促進することが望ましい。その際、基本的

には、裁決書等の記載に沿って、結論だけでなく、それに至った事実

関係や理由等を示した形で公表を行うことが望ましい。  

一方、審査庁の事務負担等との観点も考慮し、仮に全ての不服申立

てについて上記により難い場合、まずは、行審法上、裁決の主文が審

理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異な

る場合には、（裁決書においてその理由を示すことされている趣旨も

踏まえ、）適正な処理が行われていることを検証する観点から、特に

積極的な公表を行うことが求められる。 

また、マスキングや匿名化等の検討に時間を要するといったことが

理由の場合であって、既に匿名化等の作業を行い、公表されている答

申を元に裁決が出されている場合は、答申書が匿名化等の作業を行い、

公表されていることから、裁決書についても、それを踏まえた加工を

行うことで、支障がなくなるものと考えられる。 

上記以外のものについては、審査請求の趣旨、審査請求の対象とな

った処分やその根拠法令、結論など、項目を限定して公表するといっ

た対応も考えられる。 

これらを踏まえ、総務省は、審査庁において円滑な公表に資するマ

ニュアルを作成し、データベースを活用しながら公表することが望ま

しいことを示すよう措置を講じる。（別紙論点 3.11参照） 

また、行政不服審査会等における調査審議の充実に資するため、

答申を受けた裁決については、当該裁決の公表の有無にかかわらず

行政不服審査会等に送付するようマニュアル等において促すよう措

置を講じる。（別紙論点 3.8参照） 

答申書及び裁決書における事実認定及びその根拠といった具体の

記載について、説明責任を尽くすとの観点から、答申書及び裁決書に

一般的に記載が望ましい内容・構成等について検討の上で明確化した

様式を作成の上、定期的・継続的に具体的かつ実践的な研修を設ける

よう措置を講じる。（別紙論点 3.7、3.10、5.10参照） 

答申における付言については、行政運営の問題提起等の観点からな

されるものであり、「行政の適正な運営を確保」することを目的とす

る行審法の趣旨を踏まえれば、付言の相手方である審査庁又は処分庁
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は、付言に対しては、適宜の方法により真摯に対応すべきであり、現

に行政運営の改善につながった例もある。これに対し、現状において

は、答申書における付言の記載場所は統一されておらず、付言である

か否かについて判別しにくい状況にあることから、付言であることが

明確に分かるよう、答申書における記載方法を様式等で示す。さらに、

付言の関係行政庁への適切な伝達の在り方、また、その付言の内容に

応じた審査庁又は処分庁の望まれる方策について、マニュアル等にお

いて示す等の措置を講じる。（別紙論点 5.8 参照） 

また、情報公開の開示決定等の処分に対し第三者が審査請求を行っ

た場合の裁決書の在り方等について、個人情報保護上の課題が指摘さ

れていることから、裁決書の記載等につき、審査庁に対して匿名で示

すことが適切であることをマニュアル等において明示するよう措置

講じる。（別紙論点 5.5参照） 

なお、「行政不服審査裁決･答申データベース」についても、同デ

ータベースにおける公表の促進や検索機能の向上のため、意見公募

手続の提出意見、令和３年度ヒアリング結果及び令和３年度アンケ

ート結果において寄せられた意見も踏まえ、総務省において、予算

面や技術面の観点も踏まえ、対応可能な範囲で改善を行う。（別紙論

点 5.9参照） 

 

（見直しにより期待される効果等） 

上記の見直しを行うことにより、裁決及び答申の記載内容の適正化

及び一覧的な公表が促進され、国民に対する説明責任の徹底や透明性

の向上等が図られることで、審理手続の公正性の向上に資する効果が

期待される。また、付言に審査庁又は処分庁が対応し、制度・運用が

見直されることにより、行政の適正な運営を確保に資する効果が期待

される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

     ・研修の受講者数及び受講主体（機関・団体等）の別、受講により

実務に役立つと感じるか（２回目以降の受講の場合、その後の実

務に役立ったか）（アンケート等） 

・答申及び裁決の記載内容の不十分な点が解消されたか（ヒアリン

グ）      

・運用マニュアルによる各種手続等の明確化の浸透の状況や、運用

マニュアルに掲載された工夫事例の活用の状況 

・裁決の内容の公表状況 

     ・行政不服審査会等に裁決書が支障なく送付されているか 

     ・情報公開の開示決定等の処分に対し第三者が審査請求を行った場

合の裁決書の作成の支障が解決されたか 

     ・「行政不服審査裁決･答申データベース」の機能改善状況、掲載・
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閲覧状況等 

・答申中の付言が明示的な記載となったか 

・付言に対する審査庁又は処分庁の応答状況 

 

シ 口頭意見陳述権、提出書類等閲覧権等を付与 
 

（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

    行審法第 31条では、充実した審理とするため、旧法とは異なり口頭

意見陳述の申立人に処分庁等に対する質問を認め、全ての審理関係人

を招集してさせるものとされた。行審法第 75条においても、審理員が

主催する口頭意見陳述とは別に、審査関係人からの申出があった場合

に、行政不服審査会に対して口頭で意見を述べる機会を付与しなけれ

ばならないものとされた。 

    また、行審法第 38条は、審査請求人又は参加人の手続保障の充実を

図る見地から、旧法とは異なり処分庁等から提出されたものに限ら

ず、処分庁等以外の所持人から物件の提出要求に応じて提出された物

件等を対象に、閲覧に限らず、写し又は電磁的記録に記録された事項

を記載した書面の交付を求めることができることとされた。行審法第

78条においても、行政不服審査会に提出された主張書面若しくは資料

の閲覧又は当該書面等の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を

記載した書面の交付を求めることができることとされた。 

 

（イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

 

口頭意見陳述関係 

○審理手続における口頭陳述の実施状況 
国     3.4％（審査請求・処理済 27,362件中 924件） 
地方 11.1％（審査請求・処理済 9,766 件中 1,084件）※都道府県、政令市 

     ※令和元年度施行状況調査に基づく 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
・処分庁や審査請求人への質問による処分の疑問点の解消、実質的な争点の整理・

共有につながっており、大いに効果があったと考える。逆に、質問権の行使が有
効適切に行われない事案では効果が認められない。口頭意見陳述の機会の活用
が課題である。（士業関係） 

・処分庁の質問権については、有益であり、より充実させることが必要ではない

か。全ての審理関係人の招集については、質問の機会はもちろんのこと、互い
の主張を知り、その後の証拠調べのために必要と考える。（士業関係） 

・税務部門など、処分に裁量の幅が少ない場合に、口頭意見陳述を実施したとし
ても、結果に影響があるようなケースはまれだと思う。（士業関係） 

・口頭意見陳述の際に、弁明書を作成した担当者に来ていただき、処分庁に内容
確認や当時の処理状況など、処分当時の取扱いや審査請求人との具体的なやり

とり、ヒアリング等を行った（士業団体） 
・審査請求手続において、口頭意見陳述の実施の案内が不十分である場合がある。
ユーザー目線で言えば、口頭意見陳述の機会を得て、口頭意見陳述の場で意見を
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主張して、それについて説明を受けるという流れによって、審査請求人が納得を
して審査請求を取り下げまたは棄却裁決に納得をするということがよくある。

（士業関係） 
・審査請求書の別紙として、口頭意見陳述の希望の有無をあらかじめ確認してい

る審査庁もある。（士業関係） 
・諮問された案件については、すべて審査会から審査請求人に対して意見陳述を
するかどうかの確認をしている。（士業関係） 

 

提出書類等の閲覧権等関係 

○令和２年度ヒアリング結果 
・ 職権調査結果の書面化に関する規定がなく、恣意的な運用がなされている懸念

がある。また、口頭意見陳述や職権調査の結果の閲覧・謄写に関する規定がな
い。法制度として対応すべきではないか。（士業関係） 

・現行の行政不服審査制度では情報公開請求では開示の対象とならないものが開
示の対象となり得ることから、非開示情報に該当するような情報について審査
請求手続においても開示してはならない旨を明記すべきではないか。（士業関

係） 
 

○令和３年度ヒアリング結果 
・謄写が認められることにより、利用しやすい制度となった。提出されている書類

の概要、ページ数等が明らかになっているとより利用しやすい。 
・審理員の指名の通知の際、弁明書の副本送付の際に、現在審理員が保有している
資料を知らせる運用にしていただけると良い。（士業関係） 

・審査請求人に代理人が就いている事案や、手続に精通している者による事案でな
ければ、証拠書類の閲覧謄写までは行われていないと思われる。審理員としては、
閲覧謄写の申請がない中、職権で送付してよいか悩む場合もあることから、審理
の効率化の観点で、必要と判断した場合は、職権で証拠書類を送付する取扱いを
認める旨の規定を設けるべきである。これとは別に、審査請求人が提出した証拠
を処分庁に開示してよいかという問題はあるが、審理員の合理的な判断に委ね

ることが望ましいのではないか。（士業関係） 
・行政不服審査会の中では、総務部会と税務部会と分けて諮問事案に対応している

が、総務部会では全事件について職権交付を行っているが、税務部会ではほとん
ど交付していない。税務に関する資料は、個人情報が多いといった事情が影響し
ているのかもしれない。いずれにせよ、職権交付についての一定のルール（明文）
があったほうがよい。（士業関係） 

・職権による閲覧・写しの交付については、実施していない。基本的に、審査関
係人から新たな資料の提出があるたびに、一方当事者にその項目名について伝
達し、閲覧・写しの交付について確認しているため、その必要性が生じる場面
がほとんどないことも理由の一つである。 

・職権による閲覧・写しの交付は行っていない。交付に当たっては手数料の納付が
義務付けられていることから、行政不服審査法施行条例において手数料の額を

定めているため。反論書の要求をする際に、閲覧交付の請求ができる旨を口頭意
見陳述ができる旨と併せて通知している。弁明書と一緒に提出された証拠書類
を見たいということで半分程度の審査請求で使われている。 

 
○令和３年度アンケート結果 
（職権による閲覧交付の状況） 

 行っている 行っていない 

国 ４（26.5％） 11（73.5％） 

地方 126（35％） 229（63.5％） 

 
（職権による閲覧交付を行っている書面の例） 
・口頭意見陳述の結果 
・審理員の職権による調査結果 
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・提出があった証拠書類、物件等 
 
（行審法第 38条の「第三者の利益を害するおそれがあると認めると
き、その他正当な理由があるとき」の具体事例） 

・行政機関個人情報保護法第 14条各号又は個人情報保護条例における不開示事由 
・事務負担が過大で、簡易迅速な審理手続の遂行に支障を生じ得るような場合 

 
（ウ）評価・見直し内容等 

（評価） 

行審法において、口頭意見陳述に関し、処分庁等に対する質問の規

定を置き、全ての審理関係人を招集して行うものとされたことは、充

実した審理に資するものであるとの指摘がある。また、提出書類等の

閲覧権等に関しては、閲覧対象の拡大は権利の拡充に資するものであ

るとの指摘があり、これらについて、目標は一定程度達成されたもの

と評価できる。 

一方、審査請求人に対する口頭意見陳述の実施の案内の仕方や陳述

の効果的な実施方法については、審査請求人が質問権を有効に活用で

きるよう一層の改善が必要であるとの指摘や、提出書類等の閲覧権等

についても、審査請求人に対して積極的な教示を行うこと、口頭意見

陳述や職権調査の結果等も含めて書面化した上で職権により交付する

こと等の運用の充実を図るべきではないかといった指摘もあった。 

また、行審法上、「第三者の利益を害するおそれがあると認めると

き、その他正当な理由があるとき」には、閲覧交付を拒むことができ

るとされ、第三者の個人情報が含まれている場合など、行政機関個人

情報保護法第 14条各号や個人情報保護条例に規定する不開示事由と

重なるもの等が想定されると解されているが、情報公開条例における

不開示事由に該当する場合等が不明確であるとの指摘があった。 

 

（見直し内容） 

     口頭意見陳述に関しては、より効果的な活用の方法や審査請求人へ

の情報提供の在り方について、提出書類等の閲覧権等に関しては、行

審法上は対象として明記されていない書類や審理上重要な情報の書面

化及び職権交付の在り方及び審査請求人への情報提供の在り方につい

て、不意打ちとならない運用となるよう、審査庁に対し、マニュアル

等においてより具体的に示すこととする。 

また、審査請求人に対しては、行審法の制度趣旨（訴訟手続と並ぶ

権利救済制度である点、簡易迅速かつ公正な救済が与えられる点、手

数料が不要とされる点等）、不服申立ての方法、審理手続の流れ及び

口頭意見陳述等の権利等の行審法の審理手続の全体像を分かりやすく

案内するパンフレット等を総務省において作成し、処分庁が処分時に

パンフレットの骨子と入手方法とを視覚的にも分かりやすく説明する
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案内書(１枚程度)を渡すこととする等の措置を講じる。（別紙論点

3.2、3.5、3.6、4.6、5.7参照） 

行審法上、「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、そ

の他正当な理由があるとき」の具体的な要件や想定される事例をマニ

ュアル等において、より明確化するよう措置を講じる。（別紙論点

5.1参照） 

 

（見直しにより期待される効果等） 

上記の見直しを行うことにより、審査請求人の権利についての十分

な案内や、審査庁による職権交付等の充実がなされることで、審理手

続の公正性の向上に資する効果が期待される。 

当該効果の確認のため、把握すべき事項は以下のとおりである。 

     ・運用マニュアルによる各種手続き等の明確化の浸透の状況や、運

用マニュアルに掲載された工夫事例の活用の状況 

・口頭意見陳述、提出書類等の閲覧等の実施件数 

・パンフレット等の活用状況 

     ・口頭意見陳述が効果的に行われるようになったか（ヒアリング） 

     ・口頭意見陳述、提出書類等の閲覧等が十分に案内されるようにな

ったか（ヒアリング） 

・書面化及び職権交付が十分に行われるようになったか（ヒアリン

グ） 

・提出書類等の不開示事由の判断が、支障なく行われるようになっ

たか（ヒアリング） 
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ス 専門機関に対する再審査請求の確保 
 

（ア）平成 26年法改正で整備された制度の概要 

行審法においては、原則として最上級行政庁を審査庁とする審査請

求に一元化されたものの、専門技術性を有する第三者機関が審理・裁

決を行う場合等、審査請求の裁決を経た後の救済手続として、なおそ

の意義が認められるものについて、個別法の定めがある場合に、再審

査請求を行うことができるものとされ、再審査請求の制度は存置され

た。（行審法第６条） 

 

（イ）平成 26年法改正で整備された制度の運用の現状 

 

○再審査請求による救済 

【令和元年度施行状況調査】 

    国  認容 127件（7.1％）、棄却 1,496件（83.1％）、却下 177件（9.8％）、そ
の他 0件（0.0％）（1,800件中） 

 
    地方 認容 0件（0.0％）、棄却 9件（39.1％）、却下 14件（60.9％）、その他 0

件（0.0％）（23件中）※都道府県、政令市 

 

【平成 30年度施行状況調査】 

    国  認容 122件（6.5％）、棄却 1,629件（86.1％）、却下 116件（6.1％）、そ
の他 24件（1.3％）（1,891件中） 

 

    地方 認容 1件（1.4％）、棄却 54件（75.0％）、却下 16件（22.2％）、その他
1件（1.4％）（72件中）※都道府県、市区町村等、政令市 

 

 

  （ウ）評価 

     再審査請求については、特段の支障事例等は指摘されておらず、審

査請求の裁決を経た後の救済手続としての仕組みを設けるという目標

は一定程度達成されたものと評価できる。 
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５ 平成 26年法改正時に主要論点とされていなかった課題 

本検討会においては、平成 26年法改正時に想定されていなかった以下の

論点についても検討を行ったところであり、今回の見直しと併せて、次の

とおり、必要な措置を講じる必要があると考える。 

 

セ 不当性の観点からの審査対象の明確化 
   行審法においては、旧法から引き続き、訴訟とは異なり、違法性のみ

ならず不当性についても審査を行うものとされ、行政庁の判断が、違法

ではなくとも、行政目的や制度趣旨等に照らして不適切な場合について

も救済の対象とされている。 

一方、運用上、違法と不当を殊更に区別して、審理手続や審査会審議

を行っている事例は見られなかった。 

この点、違法か不当かの線引きが困難である事案において、「違法又

は不当」であることを理由に請求を認容している事例が見られ、違法で

あるとまでは判断することが困難な事案において審査請求人を迅速に救

済する役割を果たしていると言えることから、実務上は殊更に区別する

ことまではせず、引き続き不当性も審査対象としていることを念頭に、

審査庁において審査が行われていくことが望ましい。 

 

  ○令和３年度ヒアリング結果 

  ・最終的には、処分庁の下した処分そのものが不当・違法であるかどうかという観点
から判断を下していない。違法か不当かを明確に判断すると、その点の議論に時間

を要することもあるのではないか。 
  ・不当性を理由として認容とした事例はない。なかなか判断が難しい。 

・不当性の観点から審査を行った事例はないが、最近、滞納処分に対する審査請求に
おいて、処分の違法性は争わないが、処分に当たって審査請求人の事情を考慮しな
い等、処分庁のやり方が不当であると訴える事例が増えている。 

・全ての事案を把握しているわけではないが、不当性のみを理由に棄却することは通

常行っていない。 
 

○令和３年度アンケート結果 
（不当であることを理由に処分を取り消したケース） 
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級について、手帳更新時における審査請求人の精
神障害の状態のみならず、課長通知により示された「概ね過去 2年間の状態」や

「概ね今後２年間に予想される状態」等も考慮に入れて判断すると、本件障害等級
は２級が相当であるから、これらを考慮せずこれを 3級とした本件処分における障
害等級の判定は不当であるといわざるを得ないとして、本件処分の障害等級を変更
した事例 等 
 

 

ソ オンライン化の推進 
  不服申立手続のオンライン化について、法制度上の手当ては行われて

いるものの、実際の活用は進んでいない状況にある。 

活用していない理由としては、秘匿性の確保の課題や不服申立人の特

性上必要性が低い、ノウハウ不足等といったものが見られる一方、オン
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ラインでは審査請求の対象となる処分に該当するか否かといった事前説

明や、審査請求書の記載事項等について十分な案内が困難なためといっ

た、不服申立て特有の理由も見られる。 

このような状況を踏まえると、当面は、各審査庁におけるセキュリテ

ィポリシーの関係や、不服申立ての種類の特性等も踏まえつつ、引き続

き、不服申立人の事情に応じて推進していくことが基本とならざるを得

ないが、それに対して総務省が、取組が先行している審査庁の実例やノ

ウハウの共有等を積極的に行っていくことが必要である。 

 

○令和２年度アンケート結果 
・２都道府県において審査請求のオンライン化に対応した措置をとっているが、その
他の団体では対応がみられない。 

 ※アンケートは都道府県（47 団体）、政令指定都市（20 団体）、中核市（60 団体）
のほか、一部の市区町村（47団体）及び一部事務組合等（11 団体）を対象に実施
し、計 147団体から回答があったもの。 

 

○令和３年度ヒアリング結果 
・可及的速やかに進めるべきである。オンラインを利用できるものにとって、メリット
が大きい。ただし、全てではなく、口頭意見陳述の意義等失わせないよう配慮すべき
である。（士業関係） 

・オンライン化により審理を効率化するとすれば、審査請求書や主張書面、証拠の提出
のオンライン化であると考えられるが、それだけであれば、大幅な審理の効率化には
ならないように思われる。書面の郵送事務の削減（ペーパレス化）という観点からは、
審査請求人の同意を条件に、オンライン化の促進には賛成する。口頭意見陳述は、唯
一の対面手続であるので、引き続き審査関係人を招集する方法での実施が望ましい
と考える。（士業関係） 

・オンライン化され、利便性が高まるのはよいことだと思う。（士業関係） 
 
○令和３年度アンケート結果 
（審査請求をオンラインで受け付けていない理由） 
・審査請求の件数が少ないため 
・システムの整備等が困難であるため 

・ノウハウがないため 
・申請者に高齢者が多い分野があり、メールや電子媒体による作成等を不得手とする申  
請者も一定数存在し、困難であると見込まれるため 

・秘匿性の高い手続であり、かつ請求者やその関係者には高齢者が多いこと等の理由か 
ら、オンラインよりも書面での手続の方が適しているため 

・審査請求の手続に入る前に対面、電話等により説明を十分行うことが重要であると考

えており、オンライン手続によってその機会が失われるおそれがあるため 
 

（口頭意見陳述をオンラインで実施していない理由） 
・セキュリティの確保に懸念があるため 
・環境整備等が困難であるため 
・前例がなくどのような準備事項があるか、どのような点に留意すれば良いかの全容が

把握できないため、口頭意見陳述の準備が難航している。 
・特定分野における不服審査請求の申請者には高齢者が多く、オンラインによる口頭意    
見陳述の開催は困難であると見込まれるため。 
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６ 平成 26年法改正の評価等を踏まえた総括 
本検討会においては、これまで、平成 26年法改正及び制度整備について、

当時のねらい等に沿って、個別具体的にその運用状況等を把握・分析すると

ともに評価を行い、課題等が確認できたものについては、改善方策の方向性

について検討を行ってきた。そして、そのような検討を通じて、それらの課

題等はいずれも、法の規定や制度そのものに問題があるというよりは、むし

ろ、法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用が徹底できておらず、あ

るいは、個別具体の対応を行う際にそれらが活かされず、表面的な対応とな

ってしまっているという問題であり、しかも、それらの運用や対応の問題の

多くの背景には、共通的な要因があるとの認識に至った。 

今回の見直しにおいては、そのような共通的な要因に重点的に対処しなけ

ればならず、また、それらの運用や対応の問題が特に典型的に見られる局面

に集中的に対処し、関係主体の意識改革を促進し、全体的な改善につなげて

いくことが重要である。 

このため、本検討会の検討の総括として、そのような観点から、今後、積

極的な改善を図るべき五つの事項を以下で改めて整理し、若干の補足を行う

こととする。 

なお、審査庁によっては、行審法の趣旨にのっとり、着実に経験を積み重

ね、適切な運用が行われている事例も見受けられ、そのような先進的な府省

等や地方公共団体の経験や、地方公共団体の枠を超えた積極的な取組につい

ては、総務省が横展開を行うべきである。 

 

①審理手続の担い手の確保・育成 

 

適切な制度運用を実施するためには、まず、適切な担い手を確保するととも

に、その育成を行うことが重要である。（第２の４のキ・ク・ケ・サ参照） 

特に、審理員について、その質の向上を図るため、定期的・継続的に、行審

法や関係法制の制度概要に加え、争点の整理の方法等に係る具体的かつ実践的

な研修を設けることが必要である。 

このため、審査庁が国の機関である場合は、府省等において組織全体におけ

る行審法の運用に責任をもつ幹部職員、審査庁事務に直接の責任をもつ職員、

審理員や審理員補助者となる職員に対し、基本的に上記研修を受講することと

する等の措置を講じることが必要である。その際、今後、仮に改善が進まない

場合等には、必要に応じ、総務省において、総務省設置法（平成 11 年法律第

91 号）に基づく勧告権限を行使することも視野に、積極的な改善を促すべき

である。 

また、審査庁が地方公共団体である場合は、審査庁に所属する職員を審理

員として指名して審理手続を実施することとしている行審法の趣旨を踏まえ

れば、まずは、各地方公共団体が自らの能力で審理手続を完結できるよう、

職員の能力向上を図ることが重要である。このため、総務省等において、地
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方公共団体の職員を対象とした研修の機会の更なる充実を図る等の取組を行

うべきである。 

 

②不服申立てに関わる各主体の体制の整備 

 

法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用の徹底等を行うには、①に加

え、処分庁、審査庁、審理員、行政不服審査会等といった不服申立てに関わる

各主体の体制を整備することも必要である。（第２の２のア、４のキ・コ参照） 

審査庁が国の機関の場合には、一定の体制は確保されているものの、審理

手続の事務の進め方や制度の趣旨徹底といったそれらのガバナンス体制に課

題が見られる。このため、審査庁において不服申立事務を担当する幹部職員

に対し、進行管理の責任を自覚するよう促し、審査庁の事務の遂行に幹部職

員が責任をもって当たる体制を整備すべきである。特に審査庁の事務が府省

等内の複数の部局に分かれている府省等については、大臣官房等の幹部職員

が責任をもって審査事務を管理し、適正な遂行を図るよう、行審法の適正な

運用を確保する体制を整備すべきである。この場合も、今後、仮に改善が進ま

ないときには、総務省設置法に基づく勧告権限を行使することも検討すべき

である。 

また、審査庁が地方公共団体の場合は、適切な審理員の確保、行政不服審査

会等の委員の確保といった基礎的な体制の確保に課題が見られるなど、各地

方公共団体が単独で十分な体制を整えることが困難な団体もある。このよう

な場合には、審査事務の頻度や専門性に鑑み、単独で審査会等の体制を整え

るより、審査会事務等を複数の地方公共団体で共同処理する方が効率的な場

合もあり、現に県や他市町村への事務の委託等の具体例・工夫例があること

から、このような事例を総務省において紹介し、普及させることが考えられ

る。その上で、特に小規模な市町村において、上記のような取組を実施しても

なお体制整備が困難な場合もあり得ることから、地方公共団体からの相談窓

口や、審理員等をサポートする人材を国があっせん・派遣する仕組みを設け

るなどの支援を行うことが考えられる。 

 

③運用マニュアルに沿った手続の徹底 

 

行政不服審査制度は、行政訴訟制度と並び、国民に対して実効的な権利救

済を保障するための、我が国の基盤的な制度である。そのため、行審法で規

定する手続を形式的に実施するだけでは足りず、趣旨を踏まえた適切な運用

を確保する必要がある。行審法の趣旨を運用において徹底する上では、運用

の具体的な指針を示し、そこから逸脱する対応のされることがないよう、当

該指針の遵守を促していくことが肝要である。（第２の２のア、４のサ参

照） 
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もっとも、これまでは、総務省が制度の適切な運用を確保するために作成

したマニュアルについては、必ずしも徹底されていない面があり、それが、

法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用の徹底等が十分にできていな

いことの共通的な要因となっていると考える。 

本検討会における各課題・改善方策の検討を踏まえて改訂されることとな

る総務省によるマニュアルは、国の機関にとっては、制度運用において遵守

すべき重要な運用規律を示したものであり、各府省等は当該マニュアルに従

って行審法を厳正に運用すべきものであり、総務省は、今後、その運用を更

に徹底すべきである。 

また、地方公共団体にとっては、当該マニュアルは技術的な助言である

が、行審法の各条文の正しい解釈に沿って迅速かつ公正な不服申立ての審査

を受けることが国民に等しく保障されていることは、法治国家である我が国

にとって重要な社会的基盤である。したがって、総務省は、地方公共団体に

対し、当該マニュアルに即した行審法の厳正な運用が確保されることが望ま

れることを明確にした上で、積極的な情報の提供と助言等を行う必要があ

る。 

 

④国民に対する情報提供及び審査庁・処分庁間の連携の推進 

 

法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用の徹底等が十分にできてお

らず、表面的な対応となっているものがあるといった状況は、国民に対する

情報提供の取扱いや審査庁・処分庁間の連携の取扱いに、典型的に表れてい

る。 

すなわち、情報提供の充実については、国民に対する教示義務が課されて

いる審査請求期間などの情報以外の必要な情報については、確かに、不服申

立人の求めに応じ、情報提供に努めることとされているが、法改正のねらい

や目標、制度趣旨を踏まえれば、必要な場合には、求めによらない積極的な

周知を行うことも検討すべきである。第２の３のカで述べたような審査庁及

び処分庁による提供が望ましい情報の例示、国民に対する情報提供や相談対

応を行うための案内所の設置、不服申立人に対して申立てに係るパンフレッ

トの配布等の措置により、情報提供の充実や処分庁の処分時の説明責任の徹

底等が進み、ひいては、法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用が

国・地方を通じて徹底されることを期待する。 

これは、審査庁・処分庁間の連携についても同様であり、第２の２のアで

述べたような措置によって示された、処分庁から審査庁（審理員）への情報

提供や、審査庁（審理員）から審査請求人への処理状況等に係る情報提供の

適切な在り方を踏まえ、審査庁、処分庁が適切に対応していくことはもちろ

ん、それが、法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用が国・地方を通

じて徹底されることを期待する。 
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⑤行政不服審査会等の答申における付言の活用 

 

法改正のねらいや目標、制度趣旨に沿った運用の徹底等が十分にできてお

らず、表面的な対応となっているものがあるといった状況は、行政不服審査

会の答申における付言の取扱いにも表れている。 

答申における付言は行政運営の問題提起等の観点からなされ、現に行政運

営の改善につながった例もあることはもとより、「行政の適正な運営を確保」

することを目的とする行審法の趣旨を踏まえれば、付言の相手方である審査

庁又は処分庁は、付言に対し、適宜の方法により、真摯に対応すべきでもの

であると考える。 

第２の４のサで述べた措置により、今後、行政不服審査会等において、付

言が関係行政庁に間違いなく伝達されること、そして、答申書については、

付言であることを明確に示す様式を採用し、審査庁又は処分庁に対して付言

に即して実施することの望まれる方策を明示すること、これらが確実に行わ

れる運用が促進されていくこととなる。これを通じ、審査庁又は処分庁にお

ける適切な対応が定着していくとともに、法改正のねらいや目標、制度趣旨

に沿った運用が国・地方を通じて徹底されることを期待する。 
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おわりに 
今後とも、行政不服審査制度の運用状況を継続的に評価し、不断の改善を

促していくことが重要である。 

本検討会で示した改善方策等の実施状況や効果を把握するため、爾後の施

行状況調査等でモニタリングをすべき事項についても示しているところであ

り、総務省においては、改善方策等の本格的な実施（令和５年度以降）を行

ってから、５年を経過した時期を目安に、その結果について公表を行うべき

である。 
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参考１ ロジックモデルの手法を用いた行政不服審査法の平成 26 年全面改正

の全体像と評価 
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参考２ ロジックモデルの手法を用いた行政不服審査法の見直しの全体像 
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参考３ 効果を把握する指標 
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参考４ 

 

行政不服審査法の改善に向けた検討会 

開催実績 

 

◎ 第１回 

令和３年 5月 28日（金） 

14:00～16:00 

 

○ 局長あいさつ 

○ 座長あいさつ 

○ 構成員の紹介 

○ 検討会の開催・運営・スケジュールについての協議 

 

＜議題＞ 

（１）検討会の目的及び進め方（案）について  

（２）「行政不服審査制度の見直しに向けた論点整理に関する

調査研究」（報告書）及び論点の紹介について  

（３）行政不服審査法の改善に向けてのロジックモデルの活用

について 

（４）地方公共団体における運用の実例について（折橋教授）  

（５）検討が必要と考えられる主な論点について（意見交換） 

◎ 第２回 

令和３年７月１日（木） 

10:00～12:00 

＜議題＞ 

（１）簡易迅速性の確保に関する論点の対応方針について  

（２）その他の論点の対応方針について  

◎ 第３回 

令和３年８月４日（水） 

16:20～18:20 

 

＜議題＞ 

（１）公正性の向上に関する論点の対応方針について  

（２）国民の利便性の向上に関する論点の対応方針について 

（３）その他の論点の対応方針について  

（４）ヒアリング・アンケートの項目案について    

◎ 第４回 

令和３年 10月８日（金） 

16:00～17:00 

＜議題＞ 

・中間取りまとめ（案）について 

 

◎ 第５回 

令和３年 12月２日（金） 

16：00～17：10 

＜議題＞ 

（１）論点の検討 

（２）アンケート調査の結果について 

（３）パブリックコメントの結果について 

◎ 第６回 

令和３年 12月 21 日（火） 

14：00～15：00 

＜議題＞ 

・最終報告（案）について 
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参考５  

行政不服審査法の改善に向けた検討会 

構成員 

 

 
 

大江 裕幸   東北大学大学院法学研究科教授 

 
 

大橋 洋一  学習院大学法科大学院教授 

 
 

折橋 洋介  広島大学法学部教授 

 
 

髙橋 滋   法政大学法学部法律学科教授 

 
 

田中 良弘  立命館大学法学部教授、弁護士 

 
 
前田 雅子  関西学院大学法学部教授 

 
 

渡井 理佳子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

 
 

（五十音順：敬称略） 

 

（座長） 
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